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第４回三重県産材利用促進に関する条例検討会（議事概要） 

 

日 時：令和２年３月 17 日（火）13:30～17:00 

場 所：議事堂６階 601 特別委員会室 

出席者：三重県産材利用促進に関する条例検討会委員 11 人 

    三重県木材協同組合連合会 深田透 専務理事 

    三重県木造住宅協同組合 工藤剛 理事 

    議会事務局 袖岡静馬 政策法務監 

資料：第４回 三重県産材利用促進に関する条例検討会 事項書 

三重県木材協同組合連合会提出資料 

三重県木造住宅協同組合提出資料 

資料１ 第３回検討会に係る補充資料 

 

田中座長 

 こんにちは。それでは、ただ今から、第４回三重県産材利用促進に関する条例検討

会を開催いたします。 

本日はまず、関係者からの意見聴取を行います。 

最初に、三重県木材協同組合連合会から専務理事の深田透様にお越しをいただいて

おります。深田専務理事におかれましては、ご多用中にもかかわらず、当検討会にご

出席をいただきまして、ありがとうございます。本日は、三重県の木材産業に関する

現状と課題や、「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」に期待することなどにつ

いて、三重県の木材業界の現場の実態に即した忌憚
き た ん

のないご意見をお話しくださいま

すよう、どうぞよろしくお願いをいたします。 

時間配分といたしましては、深田専務理事から 30 分程度のお話をいただき、その

後 30 分程度、質疑応答を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、深田専務理事よろしくお願いいたします。 

 

深田専務理事 

はい。三重県木材協同組合連合会の深田でございます。 

本日は、三重県産材利用促進に関する条例検討会にお招きいただきまして、ありが

とうございます。また、意見陳述の機会を賜り、誠にありがとうございます。お礼を

申し上げます。 

では最初に、三重県内の木材業界の状況を報告させていただきます。県内の製材工

場の数なんですが、平成 10 年、20 年前ぐらいになりますが、この時、製材工場は 613

ありました。平成 20 年にはそれが 369 ということで、10 年前に比べて 60％、４割の

減となっております。平成 25 年には 253 となりまして、平成 30 年は 204 ということ
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で、この 10 年間に 45％消失をしております。ということで、平成 10 年から 20 年に

かけての 10 年間よりも、平成 20 年から 30 年の 10 年の方が、多く無くなっている、

減少数が加速をしているといった状況にございます。 

そういった中、どういうことが起きているかといいますと、経営者の方が高齢化を

し、事業継承する者もいないということで、廃業となることがかなり多いようでござ

います。倒産というのは滅多に起こらないんですが、廃業というのが結構多ございま

す。 

これは、１年ほど前に経験したことですが、木材市場の製品の市場を見に行った時

に、三重県内ではない市場なんですが、通常トラックが通る通路のところへ木材を積

み上げて競りを行っていました。それで競りをする人が「さあ、いくら、いくら」と

こういうふうに言っても、なかなか値段をつける人がいません。人工乾燥されたヒノ

キの柱材、通常ならば、立方メートル当たり５、６万円するものですが、何回もこう

「ないか、ないか」といったところで、買い方の１人が、４万円と声を出しました。

そうしたら、もうそれで落札。「えーっ」と思っていたんです。その後も、そんなこ

とが続きまして、通路にあるやつが皆売り払われてしまいました。後で市場の方に聞

いてみると、あれは廃業した方の在庫を全部整理するためにやったんだと。要するに、

通路に置いてあるということは、この競りが終わったら片付けなければならないんで

すが、片付ける場所もないので、全部売り切るように、たたき売りみたいな形で売っ

たんだよ、というふうなことを言われていました。そういうことがあると、その市に

同時に出た他の材も安く買い叩かれるというような状況も起きますので、あまりうれ

しくないなと思いながら見ておったんですが、一応在庫がある限り、そうやって売れ

ば倒産という目にはならずに、廃業ということで幕引きができるんかなというような

ことを考えています。毎年、10 社程度は廃業していくというような現状にあります。 

なぜそうなるのかということですが、県内の製材業者のほとんど、主流となるのが、

住宅向けの建材の生産を行っておるわけです。建築用材、いわゆるＡ材、ＡＢＣのＡ

材と言われていますけれども、需要先については、大手製材業者と競争をしても、価

格やら供給の安定性、品質の安定性にかけては、まだやっぱり劣るということで、選

ばれない。大手のホームビルダーには選ばれないということがあります。ということ

で、主戦場は製品市場か、大工さん、工務店相手ということになります。 

製品市場においては、現状、住宅部材として、柱は、主になるのが集成材ですね。

ヨーロッパから輸入されてくる欧州ホワイトウッド、白いきれいな材ですが、これが

主になっています。横架材と言いますか、梁・桁の大きな材については、欧州赤松の

集成材、あるいは米松の集成材といったところが主流になっていまして、なかなかス

ギ、ヒノキ、の木材は使われにくい。なぜかというと、乾燥が甘いと反ってきたり、

割れてきたりすることがある。集成材は、そういうことが、ラミナと言いますが、板

材にした時点で、乾燥させて安定しているやつを貼り合わせますので、ほぼ狂いがな

いといったところで、そちらをホームビルダーの方は選ばれるということになります。

ですので、市場で売ろうにも、なかなか買い手がつかない。特に、柱材については、
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売れ残っていくものが多いです。 

さらに、役物と言われる無節とか、上小節といった節のないような材、これについ

ては、生産者は昔の感覚で言いますと、かなり良いものだから高く買ってもらえるよ

ね、と思っているんでしょうが、買う方としてはそういうものはあまり求めていない

という需給のミスマッチが起きていまして、なかなか売れていかない状況にあります。 

板材についてはある程度売れていくところがあるんですけれども、柱材については

あまり売れていかない。ということで、材積的には、四角い柱材の方が多い割合なん

ですが、利用度が少なくなってきております。住宅の作り方が以前とは大分変わって

しまい、柱も壁も見えないクロス張りになってしまって、和室も１つもないといった

家が、最近は主流になっている、増えているということで、そういう状況が起きてい

ると思われます。 

ということで、あと残るは工務店への販売ということになるんですが、工務店側も、

あんまりそのネットワークと言いますか、チャンネルも多くないので、直接製材工場

と取引するっていうことがなかなか難しい状況です。情報がない状態なので、製材さ

んの側からも、工務店や建築主と直接取引するというのは、ちょっと怖い面もあると。

材木を送ったがお金をもらえるんかどうかというようなこともありまして。というこ

とで、中間に存在します卸問屋さんとか、小売りもされる方といったところを、仲立

ちとして、製材業者と工務店を結ぶというようなことを画策して、今年、「三重の木」

住宅ネットワークづくり交流会というのを開催いたしましたが、なかなか１回位やそ

こら顔見せしたところで、話したところで、なかなか取引とまではいかないような状

況にあるような感じです。それでも、そういったことを進めていかないといけないと

思って、木連の立場として、上・下流をつなぐ真ん中にありますので、やっていこう

というふうに思っております。 

Ａ材というのはそんな状況なんですが、Ｂ材、Ｃ材に関しては、非常に需要が豊富

といいますか、安定しているといったところです。Ｂ材といいますのは建築、それを

無垢の製材として使うというよりも、１回皮をむいて合板にするとか、ラミナにして

集成材にするとか、そういった使い方をするＢ材については、多気町に大きな合板工

場ができましたので、そこへ安定的に供給ができ、安定的な需要があるということで、

供給側もこの辺はかなり頼っているところがあると思います。 

逆に言うと、そこばかりがターゲットになって、山で伐採した材木を柱であれば３

ｍの長さに切るんですが、合板に関しては４ｍで切るようになっていますので、山で

伐採した後、玉切りする時に、４ｍサイズ材といいますか、４ｍ、４ｍでカットして

いくことが今、普通に、一般的になってしまっております。逆に、３ｍの柱を作って

いる方々が、３ｍの材が手に入りにくい。あるいは、６ｍの通し柱を作っている方が、

その材の原木が手に入りにくいといったような状況が生まれております。何でもかん

でも４ｍに切ってしまうという、そんなことが山で起きているようです。 

Ｂ材はそこへほぼ持っていくのですが、Ｃ材に関しては、チップ用材ということで、

チップの先については、白チップといいますか、樹木樹皮を剝いだ材をチップにした
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場合は、製紙のパルプ用にされることが多いですし、ボードに回ることもあります。 

皮つきのままチップにした場合には、これはほぼ燃料用ということで、バイオマス

発電の方に使えることになっています。これに関しては、平成 26 年、2014 年に、Ｆ

ＩＴ制度ができまして、ＦＩＴというのは略称ですが、再生可能エネルギーの固定価

格買取制度というのが始まりました。これに伴いまして、三重県内でも、2014 年の

11 月から三重エネウッドという松阪の発電会社がまず始めまして、その後、中部プラ

ントサービス、それからＪＦＥの発電所、松阪市のまたもう１つ小さいところという

ことで、今、４工場が稼働をしております。木質バイオマスの発電所が、４工場。い

ずれも間伐材を使う、あるいは一般材というか、皆伐材も使いますので、チップ用材

として需要はかなり大きくありまして、県内産材だけではとても賄いきれないという

ことで、愛知、滋賀、岐阜、長野、静岡あたりからもチップ用材を仕入れています。

従来、奈良の一部、それから和歌山からも入れていたんですが、新宮に発電所ができ

るということになりまして、そちらに材を集め出しましたら、なかなかこちらへ届か

なくなってきたというような状況があります。 

ＦＩＴの場合、間伐材で発電すれば、高い値段で電力を買い取ってもらえるので、

間伐材が主体かなというふうに思っておったところ、昨今、太陽光発電による伐採が

ものすごく多くなりまして、それを一般材、チップ用材として納入するといったこと

が増えてきていまして、こちらの方がちょっと暴落といいますか、価格がぐっと下が

りまして、発電所側としては安いチップを買おうというようなことが起こっておりま

す。言ったら本末転倒かなというふうなこともあるんですが、そういったことが起き

ています。 

そういった関係上、伐採する事業者が増えてきたといいますか、従来は目に見えな

いところで活動していた方が木連の会員になり、認証事業者になりということで、目

に見える形で活動されるようになってきて、県内でもここのところ、毎年２、３社ず

つ増えてきているような状況であります。 

そういった木材業界の状況でございますが、木材は森林から繰り返し作られる貴重

な資源であります。森林を健全に維持増進するためには、植えて、育てて、切って、

利用して、また植えるといった、そういった緑の循環というサイクルを回していかな

ければならないと思っております。そのことは、平成 17 年施行の「三重の森林づく

り条例」の中にも規定をされておりまして、引用しますと、「県は、県産材の利用の

拡大が三重のもりづくりに資することにかんがみ、その利用を促進するため、県産材

の認証制度の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」というふう

に規定されております。この規定を読みますと、県産材の利用というのは、三重のも

りづくりに貢献するためにあるというふうに明記をされているわけです。 

もちろん、木材利用の意義の中には、森林の活性化、もりづくりに資するという面

がかなり大きいというのは間違いのないところでございますが、これを踏まえた上で、

木材利用の意義のうちに、もう１つ違う視点で見てもらったらどうかなということが、

今日の私の提案でございます。というのは何かと言いますと、県産材、あるいは木材
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を利用することで、県民の方々に、木材を使うことは良いことだとか、それから木材

を使えばこういった利点があるよっていうことを理解していただければ、それはそれ

で、もりづくりに資するということとともに、２本柱として有用なことではないかと

いうふうに思われるわけです。 

やっと到達しましたが、この事項書を１枚めくっていただきますと、「科学的デー

タによる木材・木造建築物のＱ＆Ａ」というのがあります。「木材・木造建築物はど

のような効果をもたらしますか？」というふうに書かれています。この冊子は、平成

28 年度に林野庁の補助を受けまして、木構造振興株式会社というところが作成したも

のでございますが、林野庁の補助が入っているということで、使わせてほしいと申し

出たところ、「発行所とかその辺を入れていただければ公開してＯＫです。使っても

らって結構です」というふうに言われておりますので、今日お持ちをしたわけでござ

います。 

木材利用の効用ということになりますと、従来から「木材は人に優しい」といった

ような言葉で語られることが多かったと思います。このことを否定するわけではござ

いませんが、そういった感覚だけにおいてでは、木材を積極的に使っていこうという

インセンティブにはなかなかなりにくいのではないかというふうに思います。そこで、

この冊子はどういうことかといいますと、木の良さに関する、それまでに知られた知

見と新たに研究で明らかになった知見について、文献などから情報を入手して、科学

的な観点で検証して整理し、一般に広く渡る情報として取りまとめられたという冊子

でございます。ですので、ここに書かれているのは、情報、データ、実験の結果、あ

るいは検査とかの結果が数字でまとまっておるものでございますので、感覚的という

よりは、実証的なエビデンスといわれるものでありまして、そういうふうにまとめら

れているわけでございます。 

こういったものは、古くから研究をされていたところでございますが、よく知られ

ているのが、静岡大学の家畜飼育科で水野教授を中心に、マウスを３種類の箱の中で

飼育しました。３種類というのは、木材、鉄、コンクリート。この３種類の箱にマウ

スを入れて飼育をし、その生態を観察するという実験が有名でございます。聞いたこ

とのあられる方もいらっしゃると思いますが、この実験の結果がなかなか衝撃的です

ので、少し長くなりますが、ちょっと読ませていただきます。３種類の箱の中で、育

てたオスとメスを同時期に一緒にして、交尾をさせ、子どもを産ませました。生まれ

てきた子どもマウスの 23 日間における様々な生態を数字でまとめていらっしゃいま

す。それによりますと、生まれてきた子どもマウスの 23 日間の生存率ですが、木の

ケージで育った子マウスは 85.1％が 23 日間生き残った。鉄のケージでは 41.0％、コ

ンクリートのケージでは何と 6.9％しか生き残らなかった。コンクリートのケージの

場合、130 匹生まれたマウスも、23 日後には９匹しか生き残っていませんでした。 

次に、健康のバロメーターである開眼日、目が開くまでの日数ですね。木のケージ

の場合は 15.6 日。鉄の場合は 18.1 日。コンクリートの場合は 17.9 日という結果で

ございました。しかもそういったものは、肉体的な差だけではなく、精神的なものに
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も相違が出ていたということです。それは、コンクリートや金属の箱で育った母親マ

ウスは、子マウスを育てようとしない。しかも、弱った子マウスを食い殺していくと

いう凶暴な母親に変化しています。ところが、木の箱で育った母親マウスは、子ども

を育てようという優しい母親心が出ていると報告されています。また、スタッフの中

で一番若い伊藤先生が、毎日体重測定をしておられたんですが、経験上、木の箱で育

った子マウスは比較的おとなしく体重測定ができますが、鉄やコンクリートの箱で育

った子マウスはなかなか暴れて言うことを聞きません、と言っておられます。これは、

2007 年の７月に、ある雑誌の記事に載っていたものでございます。 

また冊子に戻って１枚めくっていただきますと、Ｑ１というのがあります。「木材

の匂いで、心も体もリラックスできますか？」という質問がありまして、質疑形式で

わかりやすく書かれております。それの答えとして、「心理的な効果はもちろん、血

圧を低下させるなど、体もリラックスさせる作用を持つことが明らかになってきまし

た」と。これについては、「より詳細を…」というところで見てもらいますと、「スギ

チップの匂いの作用により血圧が低下したとの報告があります。男性被験者（20 歳代、

14 名）に対し、20 秒間の安静の後、90 秒間スギチップの匂いを呈示し、血圧を計測

しました。その結果、吸入開始後収縮期血圧が低下し、開始後 40～60 秒で吸入前に

比較して有意な低下を示しました」ということです。匂いを嗅ぐ前に比べて 40 秒か

ら 60 秒後には、明らかに血圧が下がったと。「血圧はストレスがかかると上昇するこ

とが知られています。したがって血圧が低下したということは、スギの匂いにより体

が「リラックス」したことを表していると解釈されています」ということで、その試

験結果のグラフが右の方に載っております。こんな形で、折れ線グラフがだんだん下

がっていっているというのは、匂いを嗅いでからということがわかるかということに

なっています。その右側についても、「スギ材から揮発した匂いがストレスを抑制し

たとの報告があります」ということで、匂いを嗅いだ後、ストレスが減ったというこ

とが、グラフで示されております。 

また、次のページにも、匂いの関係が出ております。Ｑ２ですが、「木材の匂いを

嗅ぐと、免疫力がアップしますか？」という質問で、「人体の免疫系への働きかけが

徐々に明らかになりつつあります。風邪の予防などに木材の匂いを活かせるようにな

れるかもしれません」ということで、まだまだこれは試験結果の情報が少ないので、

必ず言い切れるかというとそうでもないと思うんですが、そういう傾向があるという

ことがはっきりしてきたようです。「より詳細を…」のところを見ていただきますと、

「ヒノキの匂い成分がヒトの免疫細胞の働きを上昇させたとの報告があります」と。

読んでいきますと、「免疫細胞のひとつとしてナチュラルキラー（ＮＫ）細胞と呼ば

れる細胞があります。都内で働く 30～60 歳代の男性を対象した研究で、ヒノキの匂

い成分である精油が、このＮＫ活性を上昇させた可能性があるとの報告があります」

ということで、「ヒノキ材精油を揮発させた室内に３日間宿泊滞在した前後のＮＫ活

性の変化を調べたところ、滞在前に比較して滞在後に有意に上昇していた」というの

が、右のグラフのとおりですね。右のグラフの左側がＮＫ活性で、グラフの右側は滞
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在の前後でストレス指標である尿中ノルアドレナリンは有意に低下していましたと

いうことで、これも明らかになったということが言われています。 

こういった試験を繰り返し、データを蓄積して、これは明らかであるということが

徐々に言えるようになってくるんではないかというふうな気がしております。そうい

った具合に、いろんなものに対して、今まで感覚的に言われていたことに対して、試

験をし、データを取って、統計的な処理をして、間違いなくそういう効果があるよっ

ていうことがいえる項目について、これぐらい、本１冊分を抜き出してまとめられて

おります。 

我々も、こういったものをもっと頻繁に使って、一般の方々にＰＲをして、木材と

いうのはこういうことで良いんですよと、なるべく木材を選んで使ってくださいねと

いうふうなことを申し上げていかなければならんのですが、なかなかそういう機会が

少ないもんですから、まだまだ生かしきれていないとは思うんですが、そのために、

林野庁も補助金を使ってこういうものをまとめられたと思いますので、こういった面

から、木材を使えば非常に良いことがたくさんあるよ、という面からも木材を使って

いただきたいと思います。 

ということで、本日の議題でありますが、三重県産材利用促進に関する条例検討会

の１つの話題として、もりづくりの観点からの木材利用もちろんありますが、もう１

つ、木材を使うことによって人間生活が豊かになり、安全になり、良いことが多いよ、

という面からも、木材を使っていただきたいというふうに思っております。 

最後にですが、木材を使うということにおきましても、どこの木材というよりも、

まずは近くにある三重県の木材を使っていただきたい。それによって、１つ目のもり

づくりに資するというところに大きな比重がかかって、山に資金が返り、適切な森林

づくりが継続されていくいうことが図られるかというふうに思いますので、是非とも

三重県産材利用促進に関する条例の制定をよろしくお願いいたしたいと思います。 

以上でございます。拙い説明で申し訳ございませんでした。 

 

田中座長 

はい、どうもご丁寧なご説明をありがとうございました。 

それでは、ただ今のご説明を受けまして、委員の皆様方から質問等ありましたら、

お願いをいたします。 

 

西場委員 

ウッドファースト社会という言葉が使われるようになってきましたが、今、木連の

深田さんの方でいろいろと考えておられる、そのイメージとか、内容について話をし

てください。 

 

深田専務理事 

ウッドファースト社会というのは、最初に提唱されたのが、第 49 回の全国木材産
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業振興大会東京都大会でだったと思います。その次の大会が三重県での大会だったん

ですが、その大会の前の年に、最初に「ウッドファースト社会を構築しよう」という

ことが、全国森林組合連合会と全国木材産木材協同組合連合会の２者によって提唱さ

れました。それまでこの２者は、一方は高く売りたい、もう一方は安く買いたいとい

うことで、なかなか手を結ばない関係にあったんですが、このとき初めて手を結んで、

そういったことを呼びかけられました。というのは何かと言いますと、世の中のもの

全てのものが木材では駄目なのか、まず考えてほしい。何か物を作るときに、木造で

は駄目なのか、木材で作ったらいけないのかということをまず考えてもらいたい。使

えない理由はいろいろあると思いますが、それが本当にそうなのかということまで考

えていただければ、木材をもっと身近なものに、あるいは町の中にあふれさせること

ができるんじゃないか、という意味から、ウッドファースト社会ということを提唱し

ていただきました。「何とかファースト社会」というのは、一番最初にこれが世に出

た言葉だと思います。都民ファーストよりもまだ数年前の話ですから。ということで、

それに呼応しまして、あと３団体だったか、４団体も一緒に参加をして、世の中のも

のを新しく作り出すとき、それから修復するとき、作り変えるときでも、何であって

も、木材では駄目なのかとまず問いかけてほしい。一歩立ち止まって、そう考えてほ

しいというのが、ウッドファースト社会の構築ということになります。この宣言文に

よりますと、うろ覚えなんですが、先ほど２つ挙げた中の、森林のために木材を使お

うという意味合いがかなり大きなところを占めていたと思います。まだその時点では

先ほど説明したようなエビデンスがあまり蓄積されていないものですから、やっぱり

最初の森林づくり条例のように、森を育てるために木材を使いましょう、という意味

合いが結構大きな位置を占めてたように思いますが、今となっては、それとともに、

木材そのものが良いから使いましょう、という意味もこめられているかなというふう

に思っています。ちょっと長くなりました。すみません。 

 

杉本委員 

三重の森林づくり条例が今も何度かお話に出てきて、平成 17 年度に作られたんで

すけれども、この中で県産材の利用促進ということで、「三重の木」認証制度が入り

ました。この「三重の木」認証制度があると思うんですけれども、これについての評

価といいますか、その辺りを教えてください。 

 

深田専務理事 

「三重の木」認証制度なんですが、かなり古くといいますか、大分前に作られた制

度ですけれども、これの意味は、きちっとした品質の乾燥された木材を認証して、安

心して使っていただこうということで始まった制度だと思います。そういったものに

は、もう国でやっていますＪＡＳ認証制度というのがございます。日本農林規格です

ね。それで、製材関係のＪＡＳがいろんな区分がありまして、認証しているんですけ

れども、その経費が非常に高いということで、なかなか中小の工場では乗りにくい。
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さらに、資格がいろいろあって、３人以上でしたか、違う人が資格を持っていないと

出荷できないというような仕組みがありまして、なかなか中小の工場では乗れない部

分が多かった。ＪＡＳ法については、大きな工場も小さい工場も一律の経費になって

おりますので、年間数千立方米曳いている工場も、10 万立方米曳いている工場も同じ

値段ということになりますから。これについては、不合理だなと私も思っているんで

すけれども。その代わりに、三重県が基準を作りまして、この基準に適合したものを、

建築用材なんですが、「三重の木」として認証しますということで、毎年、工場検査

を私達が行ってさせてもらっています。出荷する前のものについて、適合しているか

どうかというのを検査させてもらって、もし外れているようなのがあれば、これは「三

重の木」としては出荷できませんよ、というような指導もさせてもらっているところ

です。ですので、ＪＡＳ２級相当品というふうに言っていますが、規格、乾燥がＪＡ

Ｓとほぼ同等というふうに思っていただければいいかなというふうに思っています。 

結構、初期の頃は、住宅建築補助事業とリンクをしていましたので、１軒当たり 30

万円、40 万円でしたか、出荷数が多かったんですが、このところ、その補助事業がな

くなってからは少し停滞気味でございまして、材を求める方も、「「三重の木」認証材

を」という注文がなかなか出せないと言いますか、出さないと言いますか、注文をそ

れでいくと１割程度はやっぱり高くなりますので、選別作業が加わりますから、なか

なか「三重の木」でというふうな指定はそんなにされていないような状況が多いです。

ただ、「三重の木」でなくても作っているものは同じものを作っていますので、最後

の検品作業がルーズと言いますか、きちっと行わないと言いますか、「三重の木」で

あればきちっと検品をするんですが、そこが省略されますので、「三重の木」として

の出荷に当たらない場合が結構多いような状況になっています。ただ、私達としては、

消費者に直接訴えかけて、「三重の木」は安心木材ですよと、制度のきっちりした木

材ですよということを呼びかけて、逆に、工務店に「三重の木」で作ってねというふ

うに言ってもらえるような取組をしていきたいなというふうにして、コマーシャルな

んかもちょくちょくやっております。 

評価としては、そういうものを作って良かったかなと思ってはいるんですが、その

後、各県がこれを作り出しまして、「各県の木」という認証制度でブロックし合うよ

うになったので、三重県としては、出荷の方が多い県なものですから、ちょっと困っ

たという状況はあります。県内消費よりも県外出荷の方が多いものですから、他所の

県が自県産材で固めてしまうと三重県産材が入っていく余地がなくなるというよう

なことがあって、もうそろそろ「どこそこの木」というのはやめたほうがいいのかな

という気もしています。あるいは、「三重の木」、「奈良の木」、「和歌山の木」と言っ

ておらんと、「紀伊半島の木」で３県統一するとか、そんな形でもっと広域に動いた

方がいいような気がしております。以上です。 

 

杉本委員 

ありがとうございます。また、執行部の方にいろいろと、県の補助事業でもあった
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わけですので、聴き取りもしていきたいなとは思っているんですけれども、今の森林

づくり条例の施策というとこれだったものですから、状況は少しつかませていただき

ました。今後、また教えてください。ありがとうございます。 

 

今井委員 

今日は、本当にありがとうございます。いろいろ勉強になりました。もう一度改め

て確認をさせていただきたいんですけれども、まず県議会が今、今日のこの会議体で

すけれども、三重県産材利用促進に関する条例検討会で、今後どういう条例にという

ところで、先ほどの話でも少しあったかと思うんですけれども、森林のために木材を

使おうというところから、木材そのものがやっぱり人の生活に豊かさを与えるという

様々なエビデンスを、今日、お持ちいただきました。その上で、県産材の利用を促進

するという形が必要とお考えか、それとも、木材であれば、先日来、県内の製材所で

も、県外の材を使ってもらっているといった想定の数字をもらったんですけれども、

国産材という形のものと、木材というものになると外材も入れた、そういう利用促進

というのがあると思うんですけれども、深田専務のほうでは、三重県で今後もし条例

が制定されるとなれば、どういったところに力を入れるべきだと思われるか、もう一

度改めて教えてください。 

 

深田専務理事 

木材でいいとは思っているんですけれども、わざわざ遠いところから油を焚
た

きなが

ら運んでくる必要はそんなにないのではないか、使えるものなら近くの木材を使えば

いいのではないかと思います。ましてや海外から燃料を焚
た

いて持ってくるというのは、

どういうことなんだろうと思います。安ければいいという人もいますが、日本のスギ

はほぼ世界最下位ぐらいの値段でございますので、世界共通で 100 ドルという値段が

大体もう定着しているようです。工場に入って、１㎥当たり１万円、それから加工し

て、乾燥させて１㎥当たり５万円ぐらいになると売れていく。となると、その入って

くる１万円の内訳ですね。山主にいくら、トラック運転手にいくら、燃料にいくら、

道を付ける代金にいくらとなってくると、山主に一番大きく入るほうが、やっぱり三

重県としては当然良いと思いますので、もちろん皆さんもそう思われると思いますが、

山主に大きく返るには、燃料費を減らす、あるいはトラック運転手の経費を減らすと

いうことが、山主に還元される金額が増えるということになろうかというふうに思い

ますので、その点、三重県産材を優先して使っていただければというふうに思ってい

るわけです。 

 

今井委員 

今の話で、「山主」ということの定義ですけれども、これは、山を持っている人な

のか、山で作業をしていただく人などもひっくるめた形なのか、というのは。 
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深田専務理事 

「山主」と申し上げましたのは、森林所有者の意味なんですけれども、イコール森

林作業員の場合も結構多いわけですね。大手といいますか、大きな山林所有者は、自

分で作業はあんまりしませんけれども、そういう人たちに雇用されて働く方にとって

も、山主に多く入れば作業員にも多く支払われるということになると思います。日本

という国は、そんなに山主親方だけがいっぱい獲得して、作業員にお金を渡さないみ

たいなことはないと思いますから、そういった面で、山づくりに経費が繰り返し投入

されるように、やっぱり三重県産材を優先的に使うべきかなというふうに思っていま

す。 

 

今井委員 

最後に１点。先ほどのお話の中で、Ａ材に関して、大手と競争しても、価格や品質

で劣るというところの「大手」というのがどういうところなのか、三重県内の製材所

をもっと大きくしたやつなのかということと、ホームビルダーは集成材を選ぶという

ことで、「ホームビルダー」という言葉を使われたと思いますけど、この「ホームビ

ルダー」というのは工務店とどのように違うのかというところを教えてください。 

 

深田専務理事 

まず、「ホームビルダー」の件なんですけれども、これは大手の建設会社、建築会

社ですね。ここというわけじゃないですが、例を出すと、Ｔ社、Ｉ社、Ｍ社、あと、

Ｓ社とか、いっぱいありますね。その中には、ツーバイフォーの住宅もありますし、

在来型の木造住宅もありますし、プレハブ住宅もあります。プレハブなんかになると、

国産材はほぼ使われない。ツーバイフォーもカナダの材で作られるというふうなこと

です。ホームビルダーが一番怖いのは、クレームなんですね。施主さんが途中で見て

いて、ちょっとおかしいなというところを写真に撮って、でき上がって、「さあ、最

後にお金をちょうだいね」と言ったときに、「こんなのがあるんやけど、これ、取り

換えてくれませんか」と言われたらどうですか。それが一番怖いんですね。ですので、

クレームのないような木材を使いたがる。三重県のあかね材なんかでも、食べたかす

が残っている材なんですけれども、地元の人達は蟻食いとかいうものですから、シロ

アリが食った跡かと思うような意識にもとらわれておったりして、まだ中に虫がいる

んじゃないかというふうに思ったりして、クレームにつながるから、梱包を開けた時

に１つでもあると、梱包全体が返品になるということが言われています。ですので、

三重県の製材工場としては、なかなかそんな対応はできないということで、なかなか

ホームビルダーに向けてはいかないし、木材ではなかなかそういうことができないで

すね。集成材であれば、１枚、１枚、ラミナというんですけれども、その状態の時に

乾燥させて、真っ直ぐなものにして、あと貼り合わせるわけですから、狂いがないわ

けですよ。木材ですと、例えば、乾燥がちょっと甘かったりすると、途中で冬になる

とパキンと音がして、裂けたり、割れたりすると。柱に割れができたりするんですが、
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強度には影響がない。なぜかというと背割りというのがあって、それは全部傷になっ

てるわけですから、そういうのがあっても強度にはほぼ影響がないんですが、パキッ

と割れた時点で、これはおかしな材を使っているというクレームになるわけで、それ

を大手のセールスマンは、よう説明しないんですよ。ですので、そういう材を嫌われ

るものですから、集成材におのずからいってしまうというのがあります。 

それから、「大手」の製材ですが、三重県で大きい製材工場といいますと、年間２

万㎥ぐらいの原木を使っていると思います。これが上限ぐらいですね。大手というと、

Ｃ社というようなところは、自社で船を４隻持っていて、アメリカと日本の間を常に

行き来させています。それで、九州に年間 10 万㎥使う工場を１つ作って、その隣に

また 10 万㎥を超えるようなやつをまた作ったと。呉にあり、茨城の鹿島にあり、唐

津にもあるのかな。全国にそんなのがあるということです。東の方へ行くと、Ｋ社と

か、Ｔ社とかがあり、またこれらも 10 万㎥を超えるような工場ですね。そういうと

ころはもうほぼ無人で、皮を剝いた原木をラインに放り込んだら、自動で四角にして、

桟積みといいますか、乾燥室に入れられるように積み上げるところまでいくんです。

最後、検品のところだけ人がいる。あるいは、積み上げたやつを乾燥室に放り込むと

いう部分。ですから、非常に少ない人数でやっていますので、おのずと経費は安い。

価格の勝負にはならないわけですね。ここら辺の製材工場だと、丸太を送材車という

車に乗せて、帯
おび

鋸
のこ

で片面から曳きます。それから、かたっと倒してまた曳きます。そ

れを４回やるわけです。一方で、オール自動の製材機は、原木をコンピュータで計測

して、最適なところを見つけたら、いきなり両方ビャーっとツインソー、２つ帯
おび

鋸
のこ

が

回っているところへ材木を放り込みます。そうすると、一遍に２面切れる。それを一

遍戻してまたいくとずっと長時間かかるんで、そのまま次があると途中で 90 度回転

させたやつをギューっといくんです。そのまま走っていく。それで、横の木皮は木皮

で流れていって、集積される。そんな状況と、ここらの工場でやっているのとでは勝

負にならないんですよね、価格的に。大きな停電とかがなければ、常に一定量の製材

ができてきますので、ものは安定していますよね、ということです。 

 

中森委員 

ありがとうございます。ちょっと感想をまず１つと、質問１点。感想は、科学的な

根拠という話について、私も子育てや教育に木が良いというのは前から感じておりま

して、議会でも議論があったところでございます。 

加えて、私の場合は、構造上も、今までの１階平屋とか、２階だけではなしに、３

階、４階建ての超高層にも木造が使えるという建築基準法が改正されたということを

議会で提案や報告をしたり、さらには防火とか耐火に関する欠点と言われる、木は燃

えるというようなイメージを払拭するためのいろんな手だてがあるということから、

木材利用については一般公共建築物だけではなしに、民間でももっと木造を利用して

いただくための、欠点を補うための科学的根拠が必要だということを申し上げてきた

わけでございまして、この点については、せっかく資料の中の最後の方にちょっと２、
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３載っていますので、耐火と構造について、若干の補強説明をしていただければあり

がたいと思います。 

 

深田専務理事 

耐火に関しましては、建築基準法が改正をされまして、木造であっても、準耐火の

場合だったと思いますが、燃えしろ設計というのがありまして、木が燃えても、灰に

なって落ちるわけじゃないんです。炭になって残っている。ですから、ある程度の太

さがあれば、１時間半なり燃えてる中で、炭になって最後の芯には燃え移らない。炭

が邪魔をして火が中まで入らない。ということで、躯体として１時間立っていればＯ

Ｋということで、そういったふうに変更になったというふうに聞いておりまして、防

火地域でなしに、準防火地域だったと思うんですけれども、燃えしろ設計という設計

方法をとれば、木造で 3,000 ㎡以内だったら建築ができるというふうに聞いておりま

す。それから、強度に関しましては、これは新しい素材ですが、ＣＬＴとかいうのも

出ておりまして、クロスラミネイティッドティンバーというんですが、合板のような

形で貼り合わせるんですけれども、かなり厚い材を貼り合わせることで、強度もかな

りのものができるというふうなことで、それを今、盛んに使おうということでやって

おりますし、それを使えば高層の建物もできるということで、住友林業が、何十階建

てかの木造を作るために、いろいろ今、準備をしていると、研究開発も含めてやって

いるというようなことも聞いておりますので、木造が燃えやすいから町中から木造を

排除しようというのは、戦後からの発想でして、ここ数年はもう建築士の方々も、そ

れから大手の企業も、町中に木材を使いましょうということで運動をされてきており

ます。ですので、今後も、この流れを消さずに進めていっていただければというふう

に思います。 

 

中森委員 

ありがとうございます。私ばっかり言っていると、なかなか皆さん、うちの議員の

仲間でも「また中森が言うてるわ」ということで、なかなか理解してくれない人が多

かったんですけれども、これで一安心でございます。 

あと１点、これは感想だけですけれども、地球環境で見るならば、ラワン材を輸入

したらあかんに決まってるし、それからカナダで切った木のいわゆるＢ材、Ｃ材を、

日本でＡ材として利用しているわけですよ。ツーバイフォーとかいって、Ａ材を利用

している。こういうことは、わざわざカナダのホワイトウッドの残った木というか、

もうカナダでは捨てる木を、日本人がそれ拾っていて、まあ言ったら日本に持って帰

るといったような話を、冗談までですけれども、そういうことは事実なんですよね。

安いホワイトウッドというのは、技術的には素晴らしいツーバイフォーの形式を使っ

ているんですけれども、材料自身はカナダから大量に入れている。ましてや、亜熱帯

のところの木をザーっと全部切ってしまって、いいところのラワンだけ持ってくる、

そんなとんでもないことをしてはいけないよというのは地球環境的な話で、国内では
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十分スギ、ヒノキがあるわけですから、国内で利用するのをまず第一に考えましょう

ねというのが、やはり基本ではないかなと思います。そのためには、三重県で使うな

らば、近くのものからまず利用したらいいんじゃないか、三重県産材をまず利用する

のが当然じゃないかというのは、当然我々の発想ではないかなと参考意見として申し

上げておきます。これは私の意見です。 

 

濱井委員 

ありがとうございます。36 ページには火災安全性、38 ページには耐震性能なんて

いうのが載っていますけれども、ちょっとお伺いしたいのは、40 ページに「木造建築

は長持ちするって本当ですか？」と書いてあるんですけれども、この中で「防腐薬剤

注入」という言葉がございますね。「１階部の木製部材全てに」と書いてあるんです

けれども、これは最初にご説明いただいた中で、健康を第一に考えて、それをＰＲし

ていくということがもちろん一番大事だと思うんですけれども、この部分と、なんか

その逆の意味合いがあるのではないかなという感じもするんですけれども、この防腐

剤そのものが人体にはその影響がないような感じなんですかね。そういうものがある

んですか。 

 

深田専務理事 

はい。防腐剤はいろんな種類がございまして、以前、よく使っていたのは銅のイオ

ンを使ったやつかな。そういった人体に有害なものは、次々と禁止をされてきており

まして、今、使われている防腐剤はそういうことのないものが使われていると思いま

す。それで、主に今、注入しているのは何かと言いますと、土台ですね。ヒノキの土

台にインサイジングといって、ちょっと傷をつけて、そこから圧力をかけて注入する

というのをやられているのがあります。それと別に、木製デッキとか壁材、木の塀を

作るときに、雨風にさらされますので、そういうものはやっぱり注入をしておかない

と、木材はやっぱり弱いねと言われるもとになってしまいます。雨が当たって、水に

ぬれたり乾いたりするところが一番腐りやすいところになります。ぬれたらぬれっ放

しであれば問題ないんですが、ぬれて乾いて、ぬれて乾いてすると、腐りやすくなり

ますので、そういう形で注入をしていた方がいいかなと思います。一方、家全体を注

入材で作る必要はないと思います。 

 

濱井委員 

ありがとうございます。41 ページには「腐朽の４条件」として、水分、温度、酸素、

栄養分と書いてありますよね。これがなかったら 100 年でも長持ちさせることができ

るということですけれども、これは大工といった方がやっていただけるようなことな

のでしょうか。構造上の問題ですかね。 

 

深田専務理事 
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水分は、抑制をすることができると思うんです。栄養分は、木そのものに栄養があ

りますから、これはどうしてもしょうがない。あとは温度と酸素なんですけれども、

水中にあるものは腐らないと言ったのは、酸素がないということです。水に溶けた状

態の酸素ですので、腐らないということになります。ですので、水分がかからないよ

うに軒を深くするとか、あるいは外壁だけはサイディングのものを使うとか、陶器類

のようなものを使うとか、あるいは鉄板ではないんですが、鋼板を使うとかですね。

内装は木材を使う。躯体も木造でできますので、そういったところを調整すれば、特

に腐るということはないと思います。もう１つは、冬に水分がたまるやつ、結露があ

ると腐りやすいですから、結露が起きないように、ちゃんとした断熱材と空気の通る

層を作っておくという建築方法で、回避することができると思います。 

 

田中座長 

よろしいですか。時間のほうが参りましたので、これで終わりとさせていただきま

すが、どうしても質問をしたいという方はおみえになりますか。よろしいですか。 

なければ、三重県木材協同組合連合会深田専務理事からの意見聴取を終了させてい

ただきます。深田専務理事、どうもありがとうございました。いただいたご意見につ

きましては、今後の検討会の議論に生かしてまいりたいというふうに思います。それ

では傍聴席の方へ移動をお願いいたします。 

次に、三重県木造住宅協同組合から理事の工藤剛様にお越しをいただいております。

工藤理事におかれましては、ご多用中にもかかわらず、当検討会にご出席をいただき

まして、ありがとうございます。本日は、三重県の木造住宅に関する現状と課題や、

「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」に期待することなどについて、三重県

の木造住宅業界の現場の実態に即した忌憚
き た ん

のないご意見をお話しくださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

時間配分につきましては、工藤理事から 30 分程度お話をいただき、その後 30 分程

度、質疑応答を行いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、工藤理事、よろしくお願いいたします。 

 

工藤理事 

三重県木造住宅協同組合理事工藤剛です。本日は、お招きいただき、ありがとうご

ざいました。委員の皆様方には、林業、木材産業におきまして、多大なるご尽力をい

ただきまして、ありがとうございます。また、本日は陳述の機会を与えていただきま

して、ありがとうございます。拙い話になると思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、三重県の木造住宅に関する現状と課題のほうの説明をさせていただきま

す。 

現在、令和元年度の全国新設住宅着工戸数が 905,123 戸ということで、前年度比が

マイナス４％となって、国土交通省から３年連続減少というふうに出ているわけなん
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ですが、平成 26 年度の 88 万戸を上回る 90 万戸を維持している現状となります。消

費税増税後の影響ということをついては、過去の影響を見ますと、平成９年、1997

年に消費税５％になったときには約 18％の減少。それから、平成 26 年、2014 年の消

費税８％の時には約９％の減少が見られました。令和２年度におきましては、消費税

増税対策の４つの支援のうちの２つ、住宅ローン減税、今年の 12 月 31 日までのもの

と、すまい給付金、令和３年 12 月 31 日までのものという２つが残っておりまして、

野村総合研究所の６月の予想では、85 万戸ぐらいではないかというふうに予想が出て

おりました。昨今、新型コロナウイルスの拡大によりまして、更なる影響が出る状況

となっておりますので、注視したいと思っております。過去の景気悪化に対する住宅

着工戸数の減少というのをちょっと見させていただきますと、平成３年のバブル崩壊

時に約 20％、平成 19 年のサブプライムローン問題で 18％、平成 20 年９月のリーマ

ンショックの影響で、平成 21 年に 28％の減少となっておりまして、消費税の増税の

後の影響より、景気による影響というのが大きいというふうなグラフが出ておりまし

た。新築着工数が 100 万戸あったのが、リーマンショックの平成 21 年に 77 万戸に下

がって、やっと 90 万戸に戻ってきたような状況が、全国の住宅着工数のデータにな

ります。 

引き続きまして、三重県のほうについて、添付書類のほうを見ていただきたいと思

います。三重県のほうのデータに令和元年のものをちょっと加えさせていただきまし

た。三重県のほうのデータを見ますと、平成 20 年から 21 年については、17,066 戸が

10,608 戸ということで 48％減になって、それからずっと、10,084 戸から、9360 戸、

9777 戸と順番になっていて、１万戸台をキープしていまして、令和元年のほうも前年

度マイナス 4.3％なんですが、１万戸をキープしているような状況になっております。

昨年に比べまして、持ち家のほうが 63 戸、1.1％上昇いたしまして、貸家のほうが 327

戸減りまして 8.7％減、社宅などの給与住宅が 160 戸で増加しておりまして、分譲住

宅のほうが 1,056 戸、268 戸で 21％減というふうなデータが出ておりました。 

全国における木造住宅の木造率なのですが、こちらのほう、ちょっと資料がなくて

口頭で言わせていただきますと、令和元年が 523,319 戸ということで 57.8％、平成

30 年のほうが 539,394 戸で 57.2％ということで、昨年より木造率のほうが若干増加

しております。参考までに、平成 29 年度は 57.3％、平成 28 年度は 56.3％というふ

うな数字です。 

引き続きまして、三重県における木造住宅のパーセントなのですが、令和元年度が

6,604 戸ということで前年度の 7,446 戸よりは減少しておるわけなのですが、木造率

は平成 29 年度と同じ 72％ということで、去年の 70％より２％増加して、三重県のほ

うは木造率が高い県となっております。 

引き続きまして、資料のほう、こちらは三重県のプレカット工場における国産材比

率のアンケートをさせていただきました。なぜプレカットなのかといいますと、プレ

カットが一番加工がされておりまして、住宅着工におけるプレカットというものの普

及が進むにつれて、こちらでデータを取ると木材の国産材比率というのがわかりやす
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いので、取らせていただきました。Ａ社のほうが伊賀地区にあるわけなんですが、約

30％となっております。Ｂ社のほう、松阪にあります。こちらは非住宅が多いので 35％。

北勢のＣ社のほうが 20％。尾鷲のＤ社が 80％。松阪のＥ社、こちらは当社になりま

すが 60％となっております。 

当社のほうの木造比率というものの表をちょっとつけさせていただきましたので、

こちらのほうの説明も併せてさせていただきますと、当組合の方、令和元年度に関し

ましては、60％ぐらいになるかなというふうになっております。上の段に集計、その

下に「流域」、「流域外」と分かれておりまして、「流域」のほうが南伊勢流域という

ふうになっておりまして、こちらの国産材 45.59％は県産材になります。「流域外」の

国産のほうは 13.1％、こちらのほうは北勢及び県外というふうになっております。続

きまして、30 年度のほうですが、国産材比率 62％、「流域内」43.98％、「流域外」17.95％

となっております。平成 29 年度のほうは、全体で 64％、「流域内」で 47.12％、「流

域外」16.51％です。残りのデータのほうは、ちょっと割愛させていただきたいと思

います。それで、国産材比率のほうを合わせますと、アンケートを取ったところでは

全体で 43％という数字が出ておりまして、県産材・国産材の比率というものが、総合

的には 50％近い数字になるのかなというふうに見ております。 

それでは引き続きまして、三重県の木造住宅に関する現状の次に、課題のほうに入

らせていただきます。課題のほうも、アンケートのほうを見ていただきたいと思いま

す。 

Ａ社のほうが、一般住宅はローコストが主力になっておりまして、米松、レッドウ

ッド、ホワイトウッドの集成材が現在主体となっており、横架材、梁桁におきまして

は、スギ、ヒノキのほうは、強度の関係上使いづらいというふうにアンケートで書か

れております。県産材・国産材は流通量が少なく、希望する材（幅、高さ、長さ）が

集まりにくいというふうに書いていただいております。 

Ｂ社のほうが、県産材指定にすると価格が高いし納期がかかる。非住宅物件だと、

平角のＪＡＳ認定が県内に無い、ＪＡＳ認定工場のほうが無いので使えないというこ

とです。 

Ｃ社のほうになりますと、県産材についてもう少し安価な供給をしていただきたい。 

Ｄ社におかれましては、あかね材の有効活用を検討したいという課題があります。 

Ｅ社におきましては、スギ、ヒノキで家を建ててほしいというお客様の声が少ない

ということで、こちらはスギで住宅を 100％建てる大紀町のＵ社様なんですが、お客

様のほうからスギ、ヒノキの指定がないというふうなことです。住宅を建てる方、お

施主様が木の種類についてはあまり意識されていない。こちら、当組合のほうでいろ

いろ聞かせていただきましたら、工務店さんのほうは、木は良いというふうに言われ

ておるんですが、だからスギ、ヒノキというふうなものではなく、木なら何でも健康

に良くて環境に良いというふうにとらえてみえるということです。それから、若い世

代の和室離れ。和室に使う木材が作られておったわけなんですが、最近の住宅のほう

は和室離れが進んでおりまして、Ａ材の、特に役物、ヒノキ、スギの現しの柱等々が
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使われることが少なくなってまいりました。また、住宅着工現場が、最近は安全の配

慮で、シートで全部覆われるようになりまして、中が見えなくなったと。それで、子

どもさんや親御様が見る機会が減って、中身がわからない住宅が増えているというこ

とです。それで、地域の木で家を建てるということに関しての意識が薄い。木はやっ

ぱり良いものだという意識はあっても、地域の木で建てなくちゃいけないというとこ

ろまでは意識がいっていないということですね。これは、ＣＬＴで建てられた伊勢の

Ｎ工務店の会長さんが、欧米の方を呼ばれてＣＬＴの勉強をされた時に指摘いただい

たんですが、欧米に比べて自然愛、特に森林愛というのが低いというふうなご指摘を

受けたというお話を賜りました。あと、どうしても経済原則、安いところが良いもの

ということになってしまうので、県産材・国産材を利用するには、経済原則から外れ

ないと駄目ではないかというふうな意見もいただきました。質と量の安定確保と安定

供給、これは先ほど深田専務も言われていたんですが、外材に比べて、品質の面で下

がるというふうなような課題があるというふうに言われております。 

課題のまとめといたしまして、意識による課題というのがあるということになりま

す。木なら何でも良いものというふうになっておりますので、住宅を建てる方が木の

種類についてあまり意識をされていないということで、目につく機会とか、その木を

使わなくてはいけないという意識がないという、意識による課題があるという問題。

それと、経済原則の課題は、先ほど説明させていただいたとおり、流通量が大きくて、

価格・品質が認知されている既製品にやはり集中するので、そちらの課題。それから

強度ですね。梁・桁は、マツのほうが昔から使われていまして、特に伊賀地方で地松

というのが昔はよく産出されまして、松くい虫が出るまでは梁・桁は地松、国産のマ

ツだったんですが、これがなくなって、米松がやっぱり主流になって、マツのほうが

強度が高いということで、米松や集成材に強度の部分で集中するという課題。この３

つがあると感じました。 

それでは、期待と対策のほうに入らせていただきたいと思います。期待と対策なの

ですが、やはり供給に関して、スギ、ヒノキ、無垢ＫＤ材の安定供給。これは先ほど、

深田専務のほうからも話が出ていたんですが、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材というふうな概念が

出まして、ＦＩＴの関係でバイオマスにチップが集まる。それで、Ｂ材の方で、合板

工場さんが多気に進出することによって、山で切るのが、チップ材にすると、住宅に

使わないので、案外雑に切れると。住宅に使う時はすごく丁寧に切らなくちゃいけな

いので作業効率の問題があるというふうな話がありまして、チップのほうは雑にやっ

ても効率的に生産できる。それで、合板のほうは、先ほどあったように、４ｍに切る

ので、３ｍの材料が出てこない。バイオマスのほうと合板のほうに流れていて、３ｍ

材で、４寸は市場としてはあふれているんですが、特に 3.5 寸の柱というのは非常に

少ない。3.5 寸の３ｍ材のほうがＢ材、Ｃ材のほうに流れていくので、製材所の方の

ところに材料が入りにくいというふうな話がありまして、この辺が、対象原木がチッ

プに流れているというところの説明になります。それで、そういった環境ですので、

製材業者さんが、後継者ができずに廃業されてしまうということで、製材業者さんの
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意欲を向上させるために、従来からあります補助などの充実というふうな話が期待さ

れております。国産材集成材、スギ、ヒノキの集成材、ＣＬＴ、ＬＢＬの製造、利用

促進というのもございまして、こちらは、国産材集成材というのは期待が非常に大き

くて引き合いも多いのですが、今まだ価格の面で苦戦しているというふうなところが

ございます。伊勢のＮ社さんのＣＬＴのほうも非常に研究されているわけなんですが、

製造工場というふうな面で期待が高まっております。それと公共物件の大型木造建築

物の推進、こちらの方も引き続きご支援賜りたいというふうな期待がございます。 

Ｂ社さんという非住宅に強いプレカット業者さんからは、県内業者のほうで木造住

宅に特化した設計、生産、加工まで一体的にできるという強みがあると。県産材指定

が増えるとＪＡＳを取得している製材工場が増えていただけるので、この条例を基に、

ＪＡＳ規格を取得してくれる製材所が増えたらなというふうな期待があります。 

Ｅ社のほうになりますと、見せる・使う・教育するというところですね。地元材を

使わないと山が衰退して環境が維持できないと、こういうところで、やはり教育の面

を強くしていきたいというふうな期待がありまして、人口の多い街中を木質化して、

木を見ていただいて、感じてもらう。五感で感じていただくことによって木の良さを

知っていただくということですね。それからＰＲ。温暖化防止効果、木づかい運動、

ＦＭ三重のＪＡＳのような宣伝もいいんじゃないかということなんですが、特にＣＯ

２の循環に関しまして、非常に三重県は先進県だと思います。実は、木材乾燥に関し

まして、木くず焚
だ

きボイラーを使っているところもありますし、電気を省エネ化する

ような仕組みをとった加工工場もございます。それで、外材を使ったり、外から持っ

てくるとＣＯ２をこれだけ排出しているよと。三重の木を使うとＣＯ２をこんなに削

減・定着させて循環させるよと。カーボンニュートラルな社会ということで、三重県

はかなりバイオマス発電も持っていて、ＣＯ２の循環に関しては先進県ということで、

そういったところを学校現場で教育してはどうかということですね。地球温暖化を防

止するというＣＯ２の観点から攻めてみるのもどうかなというふうな期待がありま

す。それによって、山が守られて、土砂災害の防止、水源資源の確保、そして、先ほ

ど深田専務も言われていたんですが、健康と癒
いや

しに関して木が非常に効果が高い。森

林浴のフィトンチッドとか、ヒノキから出る香油成分、スギから出る落ち着きの成分

が人体に良いというふうなことがＱ＆Ａでさっき出ておりましたので、そういうとこ

ろで、いろんな方面から、ＣＯ２の固定とか、健康の方面からも注目されているのを

情報発信し、ＰＲしたらどうかなという期待がございます。そういった形で、全部三

重県の木を使って建てた工務店さんに対して県産材使用建築者の環境貢献企業への

認定なんかもしていただけたらというふうな工務店さんからの期待の声もございま

した。全部三重県の木を使って家を建てるということをもっとＰＲして、それが環境

のためになる、健康のためになる、ひいては地域のためになると、こういうふうなＰ

Ｒを期待していますということです。そういった形の条例ができることによって、や

っぱり山が良くなるには、街中の人の目に付くところに三重の木を使っていただいて、

三重の木を使うことによって、地球環境に、地域に貢献していく、社会を発展させて
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いく、三重県が、林業先進県、木材先進県として発展していける、そういうふうな期

待がありますので、何とぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

田中座長 

どうもありがとうございました。 

それでは、ただ今のご説明を受けまして、委員の皆様方から質問等ありましたら、

お願いいたします。 

 

中瀬委員 

木材について、教育とかいろんな関係の面について進めなければいけないというこ

とがあって、まず住宅のほうで、各地に民家がどんどん増えれば、最終的には木材が

利用されて良いというふうに考えられておると。そういう中で、今、いろんな企業と

いうんですか、三重県でいえばジャスコみたいな大きなところの中で木材を使ってい

るとか、ガソリンスタンドであるとか、コンビニであるとか、いろんなそういうとこ

ろに今使われていることが見受けられると思うんですが、そういう面について、木造

住宅協同組合が推進してそういうことをやられとるのか、独自にそういう会社でポテ

ンシャルを持ってやられておるのか、どういうことなんでしょうかね。 

 

工藤理事 

木づかい運動のお話かと思います。木づかい運動のほうのお話を聞きして、建てる

工務店さんではなく、その使われたところに木づかいの証明が出るということなので、

是非そういうようなＰＲもどんどん進めていきたいなと考えております。 

 

中瀬委員 

そうすると、そういう推進は、どんどんしていくと。それで、利用者というんです

か、そこに行った人らが木質は良いんやということを、どんどん教育していくという

ことが基になってくるということですかね。 

 

工藤理事 

はい。木を使っていただいて見えるようになれば、ちょっと草の根運動みたいな形

になると思うんですが、やっぱり体感していただくことによってファンが増えると思

いますので、どんどん木は良いんですよというふうに使っていただくところが増える

ように、推進したいなと思っております。 

 

中瀬委員 

それともう１つ、言われていた課題の中で、価格の問題とか、品質の問題だとか、

強度の問題ということを言われていますよね。山持ちの生産者からしたら自分ところ

の木を使ってほしいけれども、そういう問題がぼんと出てくると、なかなか話し合い
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っていうんですか、そういうところが横のつながりを持って進みにくいというのはな

いんでしょうかね。 

 

工藤理事 

住宅だと、大体 30 坪の住宅で 2,500 万円から 3,000 万円ぐらいの価格だと思うん

ですが、使われる木材というと 200 万円ぐらいでございますので、それを少し自分で

山に行って伐採するという形で、三重県が提携されている古川林業さんなんかですと、

今、大内山の山でこの１月から伐採体験ツアーということで、関東と伊勢の方が住宅

を受注されるときに、実際切りに行って、玉切りして、それを加工して、住宅に使う

というふうなキャンペーンがあります。そういった意識が広がっていくと、実は木材

をちょっと贅沢してもいけるんではないかというふうな情報がわかるかなというふ

うなところがありまして、実際、その外材と国産材の差というのが 50 万円ぐらいと

言われておりまして、そこを昔は補助金で埋めて県産材の普及に努めたわけなんです

が、そうではなく、体験しにいく、そして自分の家に使うということで、広まってい

けたらなというふうに思います。価格の問題に関してでいきますと、まず、先ほど言

った中国木材さんなんかですと、在庫数が 25,000 ㎥とかですね、名古屋だけでそれ

ぐらい持っているわけですが、全部米松なんですけど、それがストックされている状

況で、すぐ出てくるという状況です。でも、運搬にやっぱりＣＯ２を排出してしまい

ますので、できれば地元の山の木を使って、それで家を建てるということが広がれば

いいかなというふうに感じております。 

 

中瀬委員 

三重県の木材は、スギ、ヒノキがほとんどだと思うんですよね。そういう中で、品

質とか強度やとかいろんなことが出てくると、どうしても負けるところがあると思う

んですが、今言われたように、家を建てて、２割、３割程度の木材利用率ですよね。

中の実質の木材というのはね。 

 

工藤理事 

すみません。価格だけですね。総ヒノキ、総スギ・ヒノキハイブリットとかですね。

それでも価格がそんなものです。 

 

中瀬委員 

一般住宅だとそれぐらいの中で、課題として、そういう価格や品質ということだけ

にこだわってくると、なかなか家の中の少ない部分の課題が大きくて、三重県独自の

スギ、ヒノキというのがなかなか使われていかないというようなところが、実際とし

ては多いということでよろしいですかね。 

 

工藤理事 
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はい。業界の中で、ご存知のとおり、プレカットが出てくるようになり、プレカッ

トで加工するようになって、機械で加工しやすいものというものに材料が変化してお

ります。それで、県産材、国産材は非常に日本に合った木なんですね。そういうとこ

ろがクローズアップされずに、やはり木なら何でも良い。木なら何でも健康だ。それ

が安ければなお良いという形で、作業しやすく、作りやすいという形で普及したのが、

今の国産材、外材の住宅比率だと私は認識しておりまして、一時期 80％が外材、国産

材が 20％、住宅の場合は、多分これが変わっていないと思うんです。大手プレカット

会社さんは、ほとんど外材になっていますね。三重県のプレカット会社なので、スギ、

ヒノキを使えるという強みがございまして、一般に言われるのが、クレームというも

のがなくなるために、集成材とか米松を使うわけなんですが、そこをちゃんと乾燥し

たもので、客観的な「三重の木」基準であれば、そういうところもクリアできるんで

すが、そこを、九州の佐伯広域森林組合とかですと、大学と組んで、データを出して、

それで普及・促進というふうにしていますので、そういうところもやっぱりちょっと

業界的に頑張って、スギ、ヒノキを使っていただくような取組にしていかなくてはい

けないと思います。 

 

杉本委員 

先ほど、課題の中で、意識の問題だとか、それから教育の問題だとか、そういうと

ころがいくつかあったんですけれども、「みえ森と緑の県民税」があって、市町の交

付金の中には、そういう部分があったかと思うんですね。それで、もう今年で６年目

になるんですけれども、この５年間の「みえ森と緑の県民税」の効果といいますか、

木造住宅協同組合から見て、どんな県民税の評価といいますか、その辺りはいかがで

したでしょうか。 

 

工藤理事 

「みえ森と緑の県民税」も、すばらしい取組だと思いますし、どんどん認知度も高

まっていると思います。特に、業界の方ですと、そういった財源があるから、山から

木が出てくるので、公共物件に使っていただけると。すごい希望ではあるわけなんで

すね。やっぱりそういった取組があるのでやっていけるというようなところがあって、

非常にずっと続けていただけたらなと思います。 

 

杉本委員 

今、今後の課題のところとか期待するところの中身が、「みえ森と緑の県民税」で

目指したところと内容的にはかぶるところがあるなと思わせていただいて、聞かせて

もらったんです。今年度から森林環境譲与税が始まりましたので、これによってまた

動いている部分があると思うんですけれども、森林環境譲与税が、こういった部分に

今後どんなふうに期待できるかという辺りのところとか、課題とか心配事もあると思

うんですけれども、お聞かせいただければと思います。 
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工藤理事 

森林環境譲与税のほうで、市町村に木質化という形で財源があるというのは、非常

に心強いです。山側から川下の方に出てくるものに関して、整備が大分三重県のほう

は進んでいると思います。あとは、住宅ですので、家を建てる方の意識改革というの

が必要で、どうしても経済原則だけでいってしまうと外材に負けてしまいますし、他

県の大型国産材工場もすごく安い値段でできますので、経済原則だけでは少し厳しい

ところがありまして、それで、一番強い、家を建てるお施主様、家を建てる人が、三

重県のスギ、ヒノキがいいんだというふうに言っていただきたいというのが期待にな

っております。是非、そういうふうなところにつながっていくように「見える化」す

る、見えるところに木があるというのが、すごく嬉しいことです。 

 

杉本委員 

県民税のほうも、環境譲与税のほうも、それから今日、参考人に来ていただいた皆

さんも、目指してるところは同じだと思うんですよね。けれど、それが本当に形とな

っていくためには何が必要かというところになるのかな、というふうには思わせても

らって、今日、いくつかヒントはこの表でいただいてはいるんですけれども。また今

後、いろいろと教えていただければと思います。ありがとうございます。 

 

濱井委員 

環境譲与税の関係になりますけれども、木材利活用というのが１つの条件となって

おりまして、特に都市部において、結構、譲与税がおりてきます。それをいかに使う

かということですけれども、山がありませんから、当然ながら利用・活用のほうへ向

いていくと思うんです。したがいまして、ここのＥ社でも出ておりますように、町中

を木質化というか、木材化するということが大事だと思うんですけれども、その手だ

てを、お宅の方でどういうふうにやっていけば、効果的に、もちろん使う側の問題も

あるんですけれども、そういったことが可能になるとお考えでしょうか。今現時点で。 

 

工藤理事 

木づかい運動のほうを県のほうがされておりますので、そちらのほうを支援すると

いうことと、できればこのＣＯ２のところを、ちょっと大きすぎてなかなか数字化し

にくいところがあると思うんですが、外から持ってきたらこれだけＣＯ２がかかりま

すよと、三重県で活用したら循環しますよと、だからＣＯ２を使わないんですよと、

環境に良いんですよと、そういうところを数値化してＰＲしていくというのがいかが

かなと思っております。 

 

濱井委員 

はい、わかりました。またこれから、いろいろと、いろんな方面から、そういった
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形で進めていくべきだと思います。 

 

今井委員 

はい、どうもありがとうございます。いろいろとアンケート結果とか細かく見させ

てもらって、ありがとうございました。やはり、県産材の木を柱や桁、こういったと

ころにどう使っていってもらうかということが重要だと思いますので、理事が言われ

た、消費者、建てる側の意識改革をしっかり促していくことと、さはさりとて、木が

どれだけ良いと思っていても、やっぱり現実問題として、品質も大事ですけれども、

品質よりも価格という問題があると思うんですね。その中で、様々な県外、他県から

持ってくるコストを考えると、県産材を県内で使えば、輸送コストは安くなる部分が

あるというプラス面があると思います。一方で、どうしても価格が高くなってしまう

のを縮小させる方法というのは、どういうことがあるんでしょうか。もっと１か所で

多くの木を扱って、よく農地ですと、集積をして、多く植える、刈るということで、

圃場整備したり、大型機械を導入して、少しでも効率をアップしていくということが

あると思うんですけど、木材、県産材の場合は、もしコスト面で他の県産材よりも、

また外材よりも、劣っているというか、弱い部分があるのであれば、そこを克服して

いくにはどういう解決方法があるとお考えか。もし考えがあれば、ちょっと教えても

らいたいと思います。 

 

工藤理事 

はい、ありがとうございます。１つは、先ほどおっしゃられたように、大規模化す

るということでコストを下げるというのもあるかと思います。そのパターンですと、

ウッドピアぐらい大きいところで集約してやるぐらいの大規模な事業になりますの

で、それぐらいは必要かなというふうには思います。 

もう１つが、プレカットが主流になりまして、大工さんが非常に減ったといいます

か、特に津から北になりますと名古屋圏になりますので、プレカット主流ですと組み

立てるだけになりますので、道具を持たずに行かれるんですね。南伊勢のほうになり

ますと、大工さんがやっぱり道具を持って、不具合とかも直せますし、木の良さとか

そういうものを使っていけるというところもありまして、職人さん、特に木造に強い

大工さんの育成ということをすると裾野が広がりますので、そういった面で、ＤＩＹ

とかそういうふうなところにつながるような職人さんの育成をすることによって、身

近に木を使っていただく人口を増やすという方法があるかと思います。ですので、大

型化して製造するパターンと、裾野を広げて三重県産材を使っていただく職人さんを

どんどん増やすという、この２通りが私はあるかなと思います。以上です。 

 

今井委員 

そうですね。確かに、職人さん、大工さん等も減ってきているように思います。逆

に言うと、今の建物自体が、大工さんが昔以上に、今言われたように、活躍の場を大
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きく持っていないといいますか、そういったところもあると思いますので、後継者、

また職人さんというのを広げていくということも大事だと思うんですけど、それにし

ても、今の住宅を建てる側の考え方ですよね。住宅に対する考え方。先ほどあった木

にこだわらないとかですね。特に種類も意識していないというようなことも現実ある

と思うんですね。その点で、先ほど申し上げた消費者の意識改革と、住宅販売側、ま

た製材所、山の所有者、山主さん等の意識改革というのも同時に進めていかないとい

けないと思います。その辺りは難しいかわからないんですけれども、そのためにどう

いうことを県としてやっていってもらいたいというのがあれば、教えてもらいたいと

思います。例えば、先ほどもあったんですけど、昔のように、補助をやっぱりしても

らうのがいいんじゃないかとか。昔、三重県の木を使うと、住宅販売のときに１坪い

くら出すとかがあったと思いますね。ああいったことが、その当時、とても効果があ

ったのかとか、そういったことも含めて、県に求めるものみたいな形のところを、気

の付くことがあれば、教えてもらいたいと思います。 

 

工藤理事 

はい、ありがとうございます。確かに、お施主様に直接補助金が出る制度は、とて

もすごく人気が出て、それまでスギ、ヒノキでいってなかった方が、スギ、ヒノキを

扱う工務店になったりとかして、すごく普及の面では良かったと思います。建築業界

が、すごくゼネコンさん主体で規律が取れるようになったのは、そういう行政からの

指導とか、そういうルールを決めたからかなというふうに思っておりまして、県産材

を使っていただくという中で、基準が決まって、申請してやるということが普及した

のも、すごく良かったかなと思います。 

もう１点が、補助も効果的なんですが、１つは、例えば、全部三重の木でやる手刻

みの大工さんとか、それから、そういう全部三重の木で作っていただける工務店さん

のほうに、もうちょっとスポットを当てていただいて、三重県のホームページなんか

で認定事業者という形で出していただけたらなというふうに思います。 

 

今井委員 

先ほど書いていただいていた「全木材県産材使用建築業者の環境貢献企業認定」と

いうことですね。今現在、そういうところはあるんでしょうか。全部三重県の木を使

ってやっていただいている、そういった工務店なり、そういったところは、あるのか

どうか。逆に、そういったところを、そういった制度等も含めて、いろいろ、先ほど

の、できるできないは別にして、施主への補助とかも含めて、そういうことをやって

いけば、喜んでもらえるだけではあかんと思うんですね。喜んで参加してもらって、

それを一生懸命、我々も一緒に県と行政とも一緒に、意識改革へつなげていくという

ことが大事だと思うんですけど、そういったことをやれば、工務店さんは、行動とし

て起こしてもらえるのか。今現在、全て県産材を使ってやっているところがあるのか

を含めて、ちょっと教えてください。 
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工藤理事 

全て県産材を使った大工さん、工務店さん、ハウスメーカーさんは、Ｄ社さんとＥ

社さんのお客さんには結構いて、特に地元の大工さんが製材所直でやるやつは 100％

そういうふうになります。そこはあんまりクローズアップされてなかったと思うんで

すが、ぜひそういうところをクローズアップしていただいて、三重県の木を使ってい

ただきたいというのがあります。 

それで、補助金が出たら、業界としてはと言いますと、喜ぶと思います。 

 

今井委員 

ですので、喜んで、今まで県産材を使っていなかったところも、今まで外材の集成

材を使っていた、また、県外産のやつを使っていたのを、「三重の木」の認証を受け

た木を使うことによって、そういう補助が出るということになると、実際、部材を変

えてもらうことになりますよね。そういったことまでやってもらえるという形で、今

の商取引の中で、その辺は変えていけるとことでよろしいですかね。 

 

工藤理事 

はい。前回の補助金の時は、県産材を使っていなかった工務店さんがそういうふう

に変わられましたので。あとは、継続していると何年継続しているとか、そういうふ

うなところをＰＲしていただけたらいいのかなと思います。 

 

今井委員 

最後に１点。この資料の中で、「県内業者で設計、生産、加工まで一貫できる強み」

とありましたけど、乾燥の機械の設置状況並びに技術ということに関しては、三重県

は、他の県に比べてどうなんですかね。例えば、森林組合等で、乾燥するための機械

を入れてもらったり、プレカットのところに乾燥の機械があるのかどうかわかりませ

んけれども。先ほども乾燥が甘かったらちょっとお客様からのクレームがくるとかそ

ういったことがあったんですけれども、県産材の乾燥に対する環境整備というのは、

三重県は十分進んでいる、充足していると思われますか。 

 

工藤理事 

森林組合さんのほうに乾燥施設があったり、ウッドピアですと 25 機ぐらいあるん

ですが、一番、経済原則を受けるところですもので、どこも事業としては苦しい状況

になっています。ただ、施設はありますし、熱源が木くずになっていたりするので環

境に非常に良いものになっております。 

 

田中座長 

はい、他にご質問のございます方。よろしいですか。よろしいですか。 
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他になければ、三重県木造住宅協同組合工藤理事からの意見聴取を終了いたします。

工藤理事、ありがとうございました。いただいたご意見は、今後の検討会の議論に生

かしてまいりたいと思います。それではご退席をお願いいたします。 

ここで、暫時休憩をいたします。再開は 15 時 35 分からといたしたいと存じます。 

 

（休  憩） 

 

田中座長 

休憩前に引き続き検討会を再開いたします。 

まず、前回の第３回検討会で委員から求めのあった資料について事務局から説明を

聴取した後、前回の第３回検討会で積み残しになっておりました、「木材利用促進等

に関する法律」、「三重の森林づくり条例」及び「他県における県産材利用促進等に関

する条例」について調査を行います。その後、本検討会で制定を目指す条例の方向性

について、委員の皆様で協議をお願いしたいと考えております。 

それではまず、前回の第３回検討会で委員から求めのあった資料について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

袖岡政策法務監 

県議会事務局企画法務課の袖岡でございます。それでは私のほうから、お手元のほ

うに本日の資料１としてお配りをしております資料に基づきまして、説明をさせてい

ただきます。前回、３点ほどご指示をいただきまして、それを順番に説明いたします。 

まず１つ目でございますが、公立学校の関係で、木材の利用状況についての調査票

についてでございます。１ページをご覧いただきますと、各学校のほうに依頼がされ

ました調査票の記入要領がございます。それで、その記入要領というところの下に、

タイトルとしまして、「平成 30 年度 新増改築・改修事業における木材利用状況調査」

というタイトルになっております。その囲みの中でございますけれども、新増改築事

業に関しましては、平成 30 年度に実施した新増改築事業について、棟毎に記入する、

それから改修事業につきましては、改修事業のうち、木材を利用した事業について、

棟毎に記入するというふうな形になっております。少しページをめくっていただきま

して、５ページをご覧いただきたいと思います。これが調査票でございまして、一番

上の欄をご覧いただきますと、「都道府県名」からずっとございまして、⑩というと

ころで「全実施面積」というのがございまして、その下に⑪として「うち木造面積」

という欄がございます。それから、⑫としまして「全木材使用量」、これは面積では

なくて「㎥」でございますけれども、そのうち⑬としまして「うち国産材使用量」、

それから⑭としまして「うちＣＬＴ使用量」という欄がございます。１つ欄を飛ばし

まして、⑯としまして「内装における木材利用の有無」ということで、「床材」、「壁

材」、「天井材」という欄がございまして、この辺が木造であるとか木質化に関係する

項目かというふうに思われます。で、その前の４ページのほうに、四角で囲んだ留意
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点というところがございまして、先ほどの⑪の「うち木造面積」に関しての注意事項

としまして、構造が木造の部分の面積を記入するというふうなことになっております。

非木造で床が木質化されている部分の面積というのは、ここには含まないというふう

なことでございます。それから「⑫全木材使用量」、「⑬うち国産材使用量」、「⑭うち

ＣＬＴ使用量」につきましては、使用された木材の体積を記入するということで、単

位が「㎥」となっているということでございます。これが１点目でございます。 

次に２点目といたしまして、７ページをご覧いただきたいと思います。公共建築物

等の木造・木質化の実績と計画というふうな表でございます。農林水産部さんのほう

で少しご協力いただきまして作成をいただいたものでございます。それで、この表に

つきましては、横に見ていただきますと、「幼保等」といった施設別で書いてござい

まして、「幼保等」、「社会福祉施設」、「病院・診療所」という形で、別々に書かせて

いただきまして、それから、縦を見ていただきますと、年度ごとのものになっており

ます。この数字は件数というふうな形になります。それで、ここで拾っておりますの

は、県として何らかの関わりがあるもの、県として把握をしている数だけを挙げさせ

ていただいているものというふうなことになりますもので、前回、駅でありますとか

その辺につきまして、わかればというふうなお話もあったところではございますけれ

ども、その辺につきましては、県としてはちょっと把握ができていないというふうな

状況でございます。それで、先ほど見ていただきました施設ごとというふうなことで

すけれども、その下のところに主な例としまして、例えば「幼保等」ですと「幼稚園、

保育園、こども園」、「社会福祉施設」ですと「老人ホーム、放課後児童クラブ、福祉

会館、障がい者支援施設」というふうな、このような感じのものを拾わせていただい

たものということでございます。 

３点目といたしまして、９ページをご覧いただきたいと思います。これも農林水産

部さんのご協力で作らせてもらったものでございます。それで、県産材利用本部にお

ける各部局の取組状況というのを整理させていただいております。ここでは各部局が

所管する各市町及び民間団体等に係る公共建築物等の木造・木質化に向けた取組とい

うものを整理いたしておるところでございまして、県の施設についての取組というの

は記載をしておりませんで、あくまでも外部に対する働きかけというふうなものを整

理したものということでございます。ご覧のような状況でございまして、子ども・福

祉部でありますとか、農林水産部のほうでとか、あと裏面にいきますと、教育委員会

のほうで説明がされておるというふうなことが見ていただけるかと思います。説明は

以上でございます。 

 

田中座長 

はい、どうもありがとうございました。それでは、ただ今の説明に対し、委員の皆

様方から質問があればお願いいたします。本日は時間が限られておりますので、質問

は簡潔にお願いいたします。 
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西場委員 

この３点目の利用推進本部の状況は、かつて質問しました。もう一度確認ですが、

担当部は農林水産部ですか。担当部局はどこがやっているのですか。 

 

袖岡政策法務監 

この推進本部自体は農林水産部でございますけれども、ここにありますのは、構成

をしている各部局がそれぞれどういう取組をしているかというふうなところを書か

せていただいたものでございます。 

 

西場委員 

利用推進本部の事務局は農林水産部がやっているのですか。 

 

袖岡政策法務監 

はい。農林水産部が所管をしてございます。 

 

西場委員 

それから、各部局がどこへ働きかけただけではなしに、その部自体が県産材利用の

ために何をしたかというものを出してほしかった。この「特に取組は行っていない」

という表現は、全く考えられない話で、こうやって全庁挙げての体制でやっているん

だからね。今日すぐさまでなくていいけれども、この利用推進本部設置以来、庁内で

どういうことがやられてきたか知りたいです。 

それと、こういう質疑があるなら、担当部局の会議出席をお願いしたい。座長のほ

うから、必要な県執行部の出席と協力を要請してください。 

 

田中座長 

はい、わかりました。また後ほど諮らせていただきますけれども、担当部局にまた

来ていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。今日の

ところはこれでお願いします。 

 

杉本委員 

確認をさせてください。１ページのところで「棟毎に」と書いてあるので、１つの

学校でも、２棟、３棟やれば、３という、カウントになるわけですよね。 

 

袖岡政策法務監 

はい。「棟毎に」ということでございますので、１つの学校であっても、棟毎に何

行かに分かれることはあろうかと思います。 

 

杉本委員 
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５ページのところの表を見ると、⑯ですけれども、「内装における木材利用の有無」

と「有無」だけなので、木造のところのように使用量まではなく、ワンポイントでも

使ってあったら、使ったということになるんですよね。木質化されたということにな

るんですよね。 

 

袖岡政策法務監 

ここの⑯というのは、使ったか、使っていないかだけだとは思うんですけれども、

⑫のところで「木材の使用量」というのが、これは立米で出ておりまして、先ほどの、

例えば「床材」のところで「有」となっている部分につきましては、この床材で使っ

た立米分がこの⑫のところに計上されるというふうな形になっています。ただ、ここ

の⑯で上がっているのは、「床材」、「壁材」、「天井材」だけですので、それ以外のも

ので木材を使った場合も、この⑫のほうには上がってくるのかなというふうに思って

おるところでございます。 

 

杉本委員 

わかりました。最後にもう１つだけ、これは国産か、外材かとか、文科省の調査な

ので県産材まではないと思いますけれども、外材なのか、国産材なのかというのも、

これでわかるということですね。⑬でわかるということで、よろしいですか。 

 

袖岡政策法務監 

はい。おっしゃるとおりかと思います。 

 

杉本委員 

ということは、これに基づいて、三重県の資料はいただくことが可能ということで

すよね。 

 

袖岡政策法務監 

結果という意味でしたら、あろうかとは思います。 

 

杉本委員 

ありがとうございます。また、これ欲しいですわ。今まで本当にこんな資料をいた

だいていないので、これは欲しいと思います。以上です。 

 

袖岡政策法務監 

また結果につきましては、調査させていただいて、提供させていただきたいと思い

ます 

 

田中座長 
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はい。よろしくお願いします。それと併せて、先ほど西場委員のほうから出ました

「特に取組は行っていない」という件につきましても、一度調査の方を進めていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

他にご質問のございます方。よろしいですか。 

他になければ、次に、「木材利用促進等に関する法律」、「三重の森林づくり条例」

及び「他県における県産材利用促進等に関する条例」について、事務局に調査をさせ

ましたので、その説明を聴取いたします。 

なお、説明を全て聴取した後で、委員の皆様方から質疑をお願いしたいと思います。 

それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

 

袖岡政策法務監 

それでは、資料といたしましては、前回お配りいたしました「資料１」から「資料

３」と、あと、「参考資料」という形でこういうものと、あと「別冊参考資料」とい

う形で各県の条例をまとめたものという資料がございます。これに基づきまして、説

明をさせていただきたいと思っております。あと、「資料４」につきましては、また

次のところでご説明をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

まず、「資料１」につきましては、これは木材利用促進等に関する法律ということ

で、国の制度というふうなことでございまして、あと「資料２」につきましては、三

重の森林づくり条例ということで、三重県の条例についてのご説明をさせていただき

たいと思います。「資料３」については、他県における県産材利用促進等の条例の状

況についてご説明をするというふうな形で考えておるところでございます。 

それではまず、「資料１」をご覧いただきたいと思います。４ページをお開きいた

だけますでしょうか。それで、ちょっと時間の関係もございますので、かなり端折っ

た説明になろうかと思いますので、ご了承をよろしくお願いいたします。 

まず、４ページ、「１ 木材利用推進等に関する法律の概観」でございます。（１）

といたしまして、全体像ですけれども、この太字・アンダーラインの部分を中心にご

説明いたします。この「森林・林業基本法」の下で、施策分野ごとに当該施策を具体

化する個別法が存在しているというふうなところでございます。それで、木材利用促

進は、「森林・林業基本法」においては、「林産材の供給及び利用の確保に関する施策」

に位置付けられており、主な個別法といたしましては、「公共建築物等における木材

の利用の促進に関する法律」があって、これはまた後でご説明いたします。 

その他の個別法といたしましては、５ページの方をご覧いただきますと、（２）の

（ア）で「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」、（イ）といたしまして、「合

法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」、（ウ）としまして、「バイオマス

活用推進基本法」でありますとか、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」

とか、こういうふうなものがございます。 

では、６ページの方をご覧いただきたいと思います。まずは「森林・林業基本法の

概要」でございます。全体の構成といたしまして、１つ目の○ですけれども、「森林・
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林業基本法」は、我が国の森林・林業政策の基本を定めるものであるということでご

ざいます。次の○ですけれども、「森林・林業基本法」では、「森林の有する多面的機

能の発揮」が根本的な基本理念として位置付けられております。次の○でございます

けれども、全体構成としましては、この囲みにあるようなところでございます。 

（２）の「総則的内容」でございます。まず、（ア）の目的といたしまして、「森林・

林業基本法」の目的としましては、この法律の規定によって、「森林及び林業に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進」することで、「国民生活の安定向上」及び「国民

経済の健全な発展」を図ることが規定されております。 

次のページ、７ページにまいりまして、（イ）の「基本理念」でございます。１つ

目の○の２行目の後ろ後半でございますけれども、基本理念としまして、「森林の有

する多面的機能の発揮」と「林業の持続的かつ健全な発展」というのが定められてお

ります。まず、２条１項のほうでございますけれども、「森林の有する多面的機能」

が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に不可欠であることから、

将来にわたって、森林の適正な整備及び保全が図られなければならないということが

規定されております。次に、３条１項では、林業が森林の有する多面的機能の発揮に

重要な役割を果たしていることから、林業の持続的かつ健全な発展が図られなければ

ならないということが規定されております。３条２項のほうでは、林業の持続的かつ

健全な発展に当たっては、木材を含む林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であ

ることから、高度化・多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、

林産物の利用の促進が図られなければならない旨が規定をされているというところ

でございます。 

次のページ、８ページをご覧いただきたいと思います。（ウ）といたしまして、「関

係者の責務等」が規定をされております。「国の責務」、「地方公共団体の責務」、「林

業従事者等の努力の支援」、「森林所有者等の責務」ということが規定されております。

２つ目の○のところでございますけれども、「地方公共団体の責務」としましては、「森

林・林業基本法」の基本理念にのっとり、森林及び林業に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を

策定・実施することが規定されております。次の○でございますけれども、国及び地

方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるに当たって、林業従事者、森林及

び林業に関する団体並びに木材産業等の従事者がする自主的な努力を支援すること

を旨とすることも規定をされているところでございます。 

次に、（３）の「木材利用促進に関する施策の規定」でございます。アンダーライ

ンの部分ですけれども、木材利用促進を含む「林産物の供給及び利用の確保に関する

施策」については、第５章、24 条から 26 条で規定がされております。それで、これ

らの規定につきましては、「国」が主語というふうなことになってはおるんですけれ

ども、これは地方公共団体がそれらの施策を実施しないということを意味するのでは

なくて、地方公共団体ごとの自主性と創意工夫を活かしながら、地域の特性に即して、

国と相協力して、その基本理念に即した施策を講じていくということであるとされて
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おるというところでございます。まず、その下でございますけれども、「木材産業等

の健全な発展」につきましては、８ページの最後から次のページにかけてですけれど

も、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策

を講ずるということが決められております。次の○ですけれども、「林産物の利用の

促進」としましては、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産

物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策

を講ずるということが定められておるというところでございます。 

以上が「森林・林業基本法」の概要でございまして、次に、個別法であります「公

共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の概要」に入らせていただきます。

（１）の「制定の背景・経緯」でございまして、ここの下４行の辺りなんですけれど

も、公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材の利用に取り組むとともに、

地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般

建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらって、制定された

ものというふうにされております。 

では、おめくりをいただきまして、10 ページにつきましては「全体の構成」でござ

います。少し見にくくて恐縮でございますけれども、またご覧いただければと思いま

す。 

11 ページのほうをご覧いただきたいと思います。（３）の「総則的内容」でござい

ますけれども、（ア）の「目的規定」でございますが、２行目からですけれども、「木

材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土

の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性

化に貢献すること等」から、この法律の規定により、「木材の適切な供給及び利用の

確保」を通じた「林業の持続的かつ健全な発展」を図ることで、「森林の適正な整備」

及び「木材の自給率の向上」に寄与することが規定されております。 

次に「定義規定」、（イ）でございます。「公共建築物」の定義でございますけれど

も、①としましては、「国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建

築物」、②といたしましては、「国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホ

ームその他の①に掲げる建築物に準ずる建築物で政令で定めるもの」というところで、

以下、こういうものが定められております。次の○でございますけれども、この法律

における「木材の利用」ということにつきましては、「主要構造部その他の建築物の

部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産さ

れた木材その他の木材を使用すること（これらの木材を使用した木製品を使用するこ

とを含む。）」というふうに定義をされております。したがいまして、この法律で利用

の促進の対象となる「木材」というのが、国産材に限らず、外国産材も含むというふ

うなものでございます。 

それでは、飛ばさせてもらって、12 ページをご覧いただきたいと思います。（ウ）

の「関係者の責務」でございます。１つ目の○でまず、国についてはというところで

すけども、広範な責務が規定されているというところでして、例えば、①としまして
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は、木材の利用促進に関する施策を総合的に策定・実施するとか、②としましては、

自ら率先してそういう利用に努めるということなどが定められております。それから、

次の○のところで、「地方公共団体の責務」がうたわれておりますけれども、国の施

策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定・実施するよう努めるとともに、そ

の整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないということが規

定をされております。それで、次の○でございますけれども、「事業者の努力」であ

りますとか、「国民の努力」ということも定められているというところでございます。 

13 ページでございますけれども、（４）の「公共建築物における木材利用の促進に

関する施策」でございます。１つ目の○としましては、農林水産大臣及び国土交通大

臣は、公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針を定めなければならな

いということが定められております。次の○でございますけれども、都道府県知事は、

国の基本方針に即して、当該都道府県の区域内の公共建築物における木材の利用の促

進に関する方針を定めることができるという規定がございまして、今現状として、三

重県におきましては、「みえ公共建築物等木材利用方針」が定められておるところで

ございます。３つ目の○としまして、市町村は、都道府県の基本方針に即して、当該

市町村の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めること

ができると規定をされております。 

では、１つ飛ばしまして、（５）の「公共建築物における木材の利用以外の木材の

利用の促進に関する施策」ということでございまして、（ア）のほうでは「住宅にお

ける木材の利用」のことが定められておりまして、下線部でございますけれども、木

材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提

供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他の需要の開拓のための支援その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとするということが規定をされております。 

それから（イ）といたしましては、「公共施設に係る工作物における景観の向上及

び癒
いや

しの醸成のための木材の利用」ということで、木材を利用したガードレールです

とか、遮音壁ですとか、公園の柵
さく

とかで、そういう工作物を設置するというふうなこ

とに関しまして、最後の行から次のページにかけてですけれども、木材を利用したそ

れらの工作物を設置する者に対する技術的な助言、情報の提供等の援助その他の必要

な措置を講ずるということが規定をされておるところでございます。 

（ウ）といたしまして、「木質バイオマスの製品利用」としまして、パルプ、紙等

の製品の原材料としての利用の促進のほか、その用途の拡大でありますとか、多段階

の利用を図るというふうなことがうたわれております。 

あとは、（エ）といたしまして、「木質バイオマスのエネルギー利用」ということで、

発電等に使うというふうなところでございます。 

以上が、法律の概観というところでございます。 

続きまして、「資料２」のほうをご覧いただきたいと思います。今度は、「三重の森

林づくり条例」の関係になります。 

２ページをおめくりいただきまして、まず２ページの「制定の経緯」でございます
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けれども、これは議提条例といたしまして、平成 17 年に可決・成立して、施行され

ているというところでございます。 

それで、下半分に図がありますので、ざっと見ていただきますと、上に条例の「目

的」とか「定義」という四角がありまして、その下に「４つの基本理念」というのが

ございます。その下に「施策の基本となる９つの事項」というのが並んでおりまして、

あと、四隅の方には、各主体となる「県」でありますとか、「森林所有者等」であり

ますとか、「県民」でありますとか、「事業者」というのを配置しておりまして、この

中で、特に今回の県産材の利用というところに関係してくる部分かと思われるのが、

「４つの基本理念」でいきますと、右から２つ目の「第４条（林業の持続的発展）と、

その下にあります「第 14 条」、「第 16 条」あたりが主に関係してくる部分なのかなと

いうふうに考えておるところでございます。中身はまた後で詳しく見ていただければ

と思いますので、また後で説明が出てまいります。 

それでは、おめくりいただきまして、３ページをご覧いただきたいと思います。「「三

重の森林づくり条例」における県産材利用促進に関係する内容」というところを少し

触れていきたいと思います。 

まず、（１）の前文でございますけれども、２つ目の段落のところで、第１段落の

ほうのことですけれども、「三重の森林は、森林の有する多面的機能を発揮するとと

もに、生活、文化活動の場として県民に恩恵をもたらしてきた」ということで、これ

までの県民と森林の関係が示されておるというところでございます。で、次の○とし

まして、「第２段落では」という点ですけれども、「森林の有する多面的機能は危機に

瀕
ひん

している」というふうな現状認識が示されております。３つ目の○で、第１段落、

第２段落を踏まえて、第３段落では、関係者に求められる心構えというのが示されて

おるというふうな段落になっております。あと、第４段落におきましては、条例制定

に当たっての決意が示されているというふうなことでございます。 

次に、（２）の「目的規定」でございますけれども、４ページのほうをご覧いただ

きたいと思います。それで、４ページの１番上の行の終わりのほうですけれども、「三

重の森林を守り、又は育てること」を「三重のもりづくり」と称することというふう

なことで、これを条例の対象としているというのが１点。それから、更に、その「三

重のもりづくり」について、基本理念を定めて、県、森林所有者等、県民及び事業者

の責務を明らかにし、県の施策の基本となる事項を定めることによって、「三重のも

りづくり」に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、「県民の健康で文化的な生活

の確保」に寄与することとしているというところでございます。 

１つ飛ばしまして、（３）の「定義規定」でございます。ここでは、「森林資源の循

環活用」、「県産材」について触れていきます。 

まず、（ア）といたしまして、「森林資源の循環利用」でございますけれども、ここ

は「育林及び伐採を通じて森林から林産物を繰り返して生産し、並びにその林産物を

有効に利用すること」と定義をされておるところでございます。 

それから、（イ）の「県産材」でございますけれども、これは「三重県の区域にあ
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る森林から生産された木材」と定義されてされております。次の○の下線部でありま

すけれども、三重県内で加工がされた木材であっても、三重県外の区域にある森林に

由来するものは、この条例における「県産材」には含まれないというふうなことにな

ろうかと思います。 

次のページ、５ページでございます。（４）の「基本理念」で、「林業の持続的発展」

の部分でございます。それで、１つ目の○といたしまして、「４つの基本理念」とい

うのが定められてはおるんですけれども、この中で県産材利用に関係する部分としま

しては、この第４条の「林業の持続的発展」の部分かと思われます。次の○の下線部

分ですけれども、第４条は、森林資源の循環利用を図るためには、林業生産活動が持

続的に行われることが不可欠であることを明らかにするものであるということでご

ざいます。３つ目の○としまして、県産材の利用は、森林資源の循環利用の一環であ

るというふうに解されるというふうに書かせていただきました。 

（５）の「責務規定」でございます。まず、（ア）としまして、「県等の責務」でご

ざいますが、ここでは、「森林所有者等の責務」とか、「県民の責務」とか、「事業者

の責務」とかが設けられておるんですけれども、市町の責務規定というのは、ここで

は設けられてはいないというところでございます。まず「県の責務」といたしまして、

「基本理念に基づき、三重のもりづくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的

に実施すること」が規定をされております。県産材利用促進の取組も、この三重のも

のづくりに関する施策に含まれるというふうに思われます。それから、次の○でござ

いますけれども、県民の責務としては、三重のもりづくりに関する活動に参画するよ

う努めるでありますとか、県が実施するもりづくりに関する施策に協力するよう努め

るということが規定をされております。 

それから、次に６ページのほうでございますけれども、（イ）としまして、「木材産

業等の事業者の責務」ということでございます。ここで「木材産業等」ということに

つきましては、この四角の中に条文がございまして、第 10 条第２項のところでござ

いますけれども、「木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業」というふうなこ

とで、こういう定義がされておるところでございます。では、その下の○の２つ目の

ところをご覧いただきまして、10 条２項では、木材産業等の事業者に対し、林産物を

市場に適切に供給することによって、森林資源の循環利用を支えることに努めるとと

もに、県の施策に協力するよう努めることを求めているということでございます。 

次、飛ばしまして、（６）の「基本計画」でございます。その四角のところの次の

下の１つ目の○ですけれども、第 11 条では、知事に基本計画の策定を義務付けてい

るということになっております。おめくりをいただきまして、１番目の○でございま

すけれども、この規定に基づく基本計画としましては、「三重の森林づくり基本計画

2019」というのが策定をされているというのが現状でございます。 

次に、（７）の「県産材利用促進に関係する具体的施策の規定」でございますけれ

ども、１つ目の○の下線部分でございますが、県産材利用促進に関係するのは、第 14

条の「林業及び木材産業等の健全な発展」、それと、第 16 条の「県産材の利用の促進」
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という規定であるというふうなことでございます。 

それで、次に、（ア）としまして、まず「林業及び木材産業等の健全な発展」の部

分でございますけれども、１つ目の○としましては、第 14 条では、森林資源の循環

利用を推進するに当たって、林業及び木材産業等の健全な発展を図ることが重要であ

ることから、県産材安定供給体制の強化、林産物の活用の促進などの措置を講ずるこ

とが必要なことが示されております。ここで、次の○ですけども、例示されている「県

産材安定供給体制の強化」及び「林産物の活用の促進」は、県産材利用促進に密接に

関係はするんですけれども、規定の内容の対象に林業が含まれているということもあ

りますので、「その他必要な措置」には、林業者等への研修や、経営管理指導の実施

など、県産材利用促進に直接的には関係のない施策なんかも含まれているのではない

かというふうに考えられます。 

次に、８ページをご覧いただきたいと思います。（イ）といたしまして、「県産材の

利用の促進」の条文でございます。ここが一番、この県産材利用促進に最も関係する

部分なのかなというふうに思うんですけれども、２つ目の○といたしましては、第１

項では、三重のもりづくりを推進していくに当たって、県産材の利用を促進すること

が重要であることから、「三重の木」認証制度の推進などの措置を講ずることが必要

であるということが規定されております。第２項では、県が、県産材の利用拡大のた

め、公共部門において県産材の積極的な利用の推進を図り、民間部門の先導役を果た

していくことを規定しております。４つ目の○では、第２項の規定内容については、

ＷＴＯの「政府調達に関する協定」に抵触するおそれもあるというふうなことも指摘

があったところではあるんですけれども、「同協定で定められた地方政府の機関が調

達を行うときの基準額以下の調達においては協定への抵触はない」というふうな整理

がされているというところでございます。 

以上が、条例の関係でございまして、次に「資料３」のほうにつきましては、「他

県における県産材利用促進等に関する条例」について整理をさせていただいておりま

す。それで、「参考資料」のほうも少し開いていただいて一緒に見ていただければと

思うんですけれども、この「参考資料」の 17 ページのところに、縦のこういう表が

ございます。この「参考資料」の 17 ページの表といいますのは、他県の状況を少し

見やすく整理をさせていただいたものというふうなつもりでございまして、縦で見て

いただきますと、各県の県名がございまして、横に見ていきますと、まず一番上の欄

を見てもらいますと、「県産材利用促進を主目的とする条例」というのがあります。

その横にというか、真ん中の欄というイメージですけれども、「森林づくり等を目的

とする条例に県産材利用促進を位置付けている条例」ということで、「三重の森林づ

くり条例」のようなもののイメージです。一番右の欄というのは、「森林・林業政策

とは別観点の条例に県産材利用促進を位置付けている条例」ということで、一番上に

ありますのは「北海道地球温暖化防止対策条例」ですが、これらの中にも、県産材利

用促進というのが位置付けられているというふうなところになっております。これも

ちょっと見ていただきながら、この「資料３」の２ページをご覧いただきたいと思い
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ます。 

まず、２ページの「１」といたしまして、「県産材利用促進等に関する条例の制定

等の状況」ということで整理をさせていただいております。まず、１つ目の○ですけ

れども、都道府県レベルでは、17 県が、当該都道府県で生産等がされた木材、便宜上

「県産材」というふうに言いますけれども、の利用促進を主目的とする条例を制定し

ているということで、先ほど見ていただいた「参考資料」の一番左の欄ですが、ここ

にあります 17 県が県産材利用促進を主目的とする条例を制定しているというところ

でございます。ちなみに、この徳島県以外は、全て議員提出条例というふうなことに

なっております。次の２つ目の○でございますけども、森林づくり等、森林・林業政

策に関する条例において県産材の利用促進を位置付けている都道府県も、15 道県あり

ます。これが、先ほどの真ん中の欄の条例になります。「三重の森林づくり条例」は、

ここに含まれるということでございます。３つ目の○でございますけれども、森林・

林業政策とは別の観点から制定された条例において県産材の利用促進を位置付けて

いる道府県も多いということで、一番右の欄のところになっております。 

「資料３」のほうをめくっていただきまして、３ページをご覧いただきたいと思い

ます。１つ目の○で、「県産材利用促進を主目的とする条例」と「森林づくり等を目

的とする条例に県産材利用促進を位置付けている条例」を並列的に制定しているのは、

富山県のみであるということです。この先ほどの縦の表で、一番左の段と真ん中の欄

と両方に条例を作っているのは、富山県だけですということでございます。ただ「、

富山県森づくり条例」といいますのは、「森林の公益的機能を持続的に発揮させるた

めの森づくり」を主眼とするということですもので、明示的に規定内容が重複してい

るわけではないということかと思われます。また、ここにはないんですけれども、「福

井県森づくり条例」というのがありまして、福井県は県産材の関係でいきますと、「み

んなでつかおう「ふくいの木」促進条例」というのを制定しておるんですけれども、

この福井県が作っている「森づくり条例」といいますのは、「森林の多面的機能の持

続的な発揮」に主眼を置くものでありますので、県産材利用促進を含めたものに直接

関係するというふうなものではないというところでございます。それで、ちょっと欄

外の方に、「注３」で、小さい字で書かせていただいておるんですが、今現在、奈良

県の方で条例制定の動きがございまして、もともと現在「奈良県森林づくり並びに林

業及び木材産業振興条例」というふうな形で条例があったのを２本に分けるというふ

うな形で、１つが「森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例」、

もう１つが「県産材の安定供給及び利用の促進条例」という形で、先ほどの縦の表で

見ると、左と真ん中の条例を別々で作って分けるというふうな動きで、今現在、条例

案が議会のほうに上程されておりまして、議論、審議がされているというふうな状況

になっております。 

その次の○でございますけれども、一方、秋田県、群馬県、山梨県、徳島県の４県

では、「県産材利用促進を主目的とする条例」と、「県産材利用促進に関する規定を含

む地球温暖化対策の推進を目的とする条例」が並列して制定されておるところでござ
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いますけれでも、これは、そもそも条例の目的が違うというふうなことですので、手

段としての規定内容が重複しても差し支えないのかなというようなところでござい

ます。 

では、次に４ページのほうをご覧いただきたいと思います。「県産材利用促進に関

する条例の類型」でございますけれども、（１）の「条例の類型」としまして、ここ

では、「理念中心型条例」というのと、「施策列挙型条例」というふうな、大きく２つ

に分けることができるのかなというところで、表にありますような感じで整理ができ

るのかなというふうに思っております。 

（２）で「条例の類型ごとの特徴」でございますけれども、まず、「理念中心型条

例」の特徴でございますが、県産材利用促進に当たっての「基本理念」を定めるとと

もに、「県の責務」及び「市町」、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者、建築関

係事業者等の「関係事業者」、「県民」の役割、協力を規定して、その上で、推進計画

ですとか、指針の策定ですとか、推進体制の整備などについて定めているものが多い

のかなというところでございます。２つ目の○としまして、下線部ですけれども、「み

んなでつかおう「ふくいの木」促進条例」は、基本理念とか責務とか役割とかを規定

するほかは、「推進月間」とか、「施策の実施状況の公表」を定めるぐらいですもので、

最も理念中心型条例といえるのかなというふうなところでございまして、少しその構

成をご覧いただきたいと思うんですけども、おめくりいただきまして、５ページのと

ころに少し整理をさせてもらっております。そこの囲みの中なんですけれども、「前

文」がありまして、「目的等」としまして「目的」の規定と「定義」の規定、それか

ら「基本理念」、「責務・役割」としまして、「県の責務」、「市町の役割」、「関係事業

者の役割」、「県民等の役割」、「その他」としましては、先ほどの「利用推進月間」と

か「実施状況の公表」というのがあると、こういう形になっております。 

次に、「施策列挙型条例」の例をご覧いただきたいと思うんですけども、（イ）とし

まして、１つ目の○ですけれども、この「施策列挙型条例」は、理念中心型条例と同

様に、基本理念とか責務・役割規定を定めつつ、県が実施すべき具体的な施策につい

て列挙的に規定をするというところでございます。ほとんどの県では、森林づくり等

を目的とする条例が並列して制定されているわけではないというところですので、県

産材利用促進を主目的としつつも、この類型の全ての県の条例で、列挙される施策に

は、木材の生産とか供給に関するものが含まれているという状況にございます。次の

○ですけれども、多くの県の条例では「県産材の供給」面と、「県産材の利用」面で

の施策の列挙をベースとしつつ、「県の率先利用」、「普及啓発」、ここがダブっており

ましてすみません、等の施策を規定している、また、計画策定や推進計画の整備につ

いて規定をしているものも多いという状況でございます。少し例としまして、山梨県

の条例の構成でございますけども、６ページのところで四角で書かせていただいてお

ります。「前文」とか「目的」とか「基本理念」、「責務・役割」の辺りは、ほぼ先ほ

どの福井県と同じような感じになっておりまして、その下が第８条以下、「県産木材

の利用の促進に関する基本方針」、それから、「具体的施策」としまして、「県の建築
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物等における利用」でありますとか、ずらずらっと具体的な施策が並んでおります。

特に、この第 10 条の「県産木材の安定供給の促進」ですとか、第 12 条の「県産木材

の利用の促進」の部分については、結構条文が厚くなっておるというところでござい

ます。「その他」としまして、「財政上の措置」とか「施策の実施状況の公表」がある

というふうな形になっております。 

次に、７ページをご覧いただきたいと思います。少し各論的な部分について、ご紹

介をしたいというふうに思います。まず、（１）の「条例の目的」でございますけれ

ども、ここに表で整理をさせてもらっていますが、「林業・木材産業の発展」ですと

か、「森林の有する多面的な機能の発揮」、「豊かな県民生活の実現」、「循環型社会の

形成」といった趣旨が多いのかなといったところでございます。１つだけではなくて、

複数の目的を併記しているというのがほとんどということでございます。 

次に、（２）で「条例の対象」としまして、「県産材」等の定義をどうしているかと

いう部分でございます。１つ目でございますけれども、秋田県の条例におきましては、

県産木材の利用の促進についても規定はしつつ、利用促進の対象としましては、外材

も含めた「木材」全体としているというところでございまして、ただ他は、各県の条

例とも何らかの形でそれぞれの県に関係する木材を利用促進の対象としておるとい

う状況でございます。次の○でございますけれども、その対象とする「県産材」等に

ついては、大きく分けて、「当該県内で生産された木材」というふうにする条例と、「当

該県内で生産又は加工された木材」とするというふうな、大きく２種類がございます。

「当該県内で生産又は加工された木材」とする場合には、当該県の区域にある森林か

ら生産されたものでない木材であっても、県内で加工したものであれば、利用促進の

対象となるというふうな違いが出てまいります。 

次に、（３）につきましてでございますけれども、「責務・役割規定の対象」でござ

います。１つ目、「県の責務」とか「県民等の役割」については、全ての県の条例で

規定がされております。次に、市町村に対する規定も全ての県の条例で規定をされて

おりますけれども、「責務」というふうな表現の場合と、「支援」というふうな場合、

あるいは「協力」というふうな表現、そういう形で市町村の主体性を尊重する形の規

定としているものがかなり多いという状況でございます。３つ目の○でございますが、

林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者等の関係事業者についても、全ての県

が役割等の規定を設けておりますが、個別に規定している場合もあるし、まとめて規

定をする場合もあるというふうな状況でございます。 

（４）の「計画等の策定」でございますが、１つ目の○としまして、15 県が、県産

材利用促進に関する計画や指針等の策定についての規定を設けております。それで、

香川県の条例につきましては、これは独自で計画を作るというわけではなくて、「県

土づくり条例」で作る「緑化推進等基本計画」のほうに記載をするというふうな表現

になっておりまして、独立した計画ではなくて、別の計画の中に県産材利用促進に関

する事項を位置付けるというふうな構成になっております。 

では、９ページのほうでございます。次に、（５）の「列挙する施策の範囲」でご
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ざいます。施策列挙型条例の場合は、条例において規定する具体的施策としまして、

大きくは、「県産材の生産・供給等に関する施策」、「県産材の利用・活用等に関する

施策」というようなレベルでの規定が設けられていて、それぞれにおいて、更に細分

化された施策を規定しているというのが多いという状況でございます。まず、「生産・

供給等に関する施策」としましては、「森林の整備・保全」、「生産基盤・路網の整備」、

「高性能林業機械の導入・林業機械の高度化」、「林業施業の集約化・効率化」、「生産・

流通に係る体制の整備」、「品質・生産性等の確保・向上」等が規定をされております。

次の○で、「利用・活用等に関する施策」としましては、「県産材の需要拡大の支援」、

「建築物等における利用の促進」、「県産材のブランド化・認証制度」、「建築資材・エ

ネルギー源等としての県産材の有効利用」、「木質バイオマスの利活用」、「新用途・加

工技術の研究開発」、「県産材の販路拡大」、「流通・消費動向の把握」などが規定をさ

れております。あと、10 ページでございますけれども、「県の率先的な利用等」につ

いては、施策列挙型条例に分類される 13 県全ての条例で規定がされておりまして、

その中でも、徳島県など４県においては、「木造とすることが適当でないもの又は困

難であるもの以外の県の建築物等の原則木造化」について規定がされておるというと

ころでございます。 

すみません。説明は以上なんですが、あと、各県の条例につきましては、「別冊参

考資料」のほうで整理をしておりますので、また必要に応じてご覧いただければと思

います。説明は以上でございます。 

 

田中座長 

はい。どうも詳細な説明をありがとうございました。それでは、事務局からの説明

に対して、委員の皆様から質問がありましたらお願いをいたします。なお、本日は時

間が限られておりますので、質問は簡潔にお願いいたします。また、「三重の森林づ

くり条例」と「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」との関係につきましては、

この後、協議をいただきますので、その際にご質問やご意見をお願いいたします。そ

れでは、質問のあります方は挙手をお願いいたします。 

 

今井委員 

すみません。「資料２」の７ページなんですけど、（７）の２つ目の○で、「なお、

第 15 条（担い手の育成及び確保）も、第４条の理念を実現するための施策の規定で

あるが、「持続的に林業生産活動を担うべき人材の育成及び確保」を図ることがその

内容であり、県産材の利用の促進に直接的には関係しないと考えられる」というふう

な見解がありますが、これは事務局の見解ですかね。僕は、直接的にじゃないかもわ

からないけど、県産材利用の促進には、先ほどもお話があったと思うんですけど、人

材の育成とか確保というのは、利用促進のためにも非常に必要やと思うんですけど、

ここは誰の評価なんですかね。 
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袖岡政策法務監 

ここはちょっと事務局の方で整理をした部分でございますけれども、この 15 条の

規定というのは、主に生産に関する人材のことが書かれているというふうに理解をし

ておりまして、そういう意味では、直接的にこの県産材の利用促進というふうなとこ

ろにつながるものではないというふうな意味で、書かせていただいた部分でございま

す。 

 

今井委員 

特にこだわるとこではないんですけど、先ほどの参考人の方々においては、木材の

促進のためにも、人の育成、確保が必要だというようなことを言われていましたので、

現場ではそういう感覚なのかなというふうに思いましたので、ちょっと言わさせても

らいました。 

あともう１つ、「資料３」の２ページなんですけれども、「県産材利用促進等に関す

る条例の制定等の状況」ということで、○の２つ目のところの類型に三重県も含まれ

ると。それで、そのあとなんですけど、なお、「みやぎ森と緑の県民条例」、山形、鹿

児島などは、「県産材利用促進に関する規定が充実しており、県産材利用促進を主目

的とする条例と比べても遜色がない」ということで、この３つは、非常に県産材利用

促進を主目的とする条例と比べても遜色がないということなんですけど、三重県はや

っぱり遜色があるんですか。ここに入ってこないということは。 

 

袖岡政策法務監 

ここは、三重県でいう「森林づくり条例」みたいなものを比較している部分になる

と思いますけれども、ここで挙げております宮城県ですとかのものにつきましては、

県産材利用に関する施策なんかもかなり具体的に書かれておったりというふうな意

味で、充実しているというふうなことでございまして、三重県の条例につきましては、

先ほどもご説明をしたようなところで、具体的にというふうなところについては、ち

ょっと弱いというか、先ほどご説明したような 14 条とか 16 条というふうな辺りの規

定ぐらいしかないというふうな意味では、それらと比べると、ちょっと充実している

とは言い難いというふうなところかなというふうには考えております。 

 

今井委員 

それは、進んでいるという、遜色はないといわれるところから比べたら、非常に今

の「森林づくり条例」の中の木材利用促進の、三重県の第 16 条になるんですかね、

その辺りの書き込みは、森林づくり条例の中ではまだちょっと遜色があって、弱いと

いうことでいいわけですよね。 

 

袖岡政策法務監 
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遜色というのは、先ほどございました県産材利用促進の単独の条例と比べても遜色

がないっていうふうな意味でございまして、何か他と比べてどうこうという意味では

ないです。 

 

今井委員 

では、この後、どういう条例にするのか検討するのでちょっと聞かせてもらいたい

んですけど、前もこの会議の中でちょっと議論があったかもわかりませんが、それで

は、１つ目の県産材利用促進の条例を 17 県がやっておりますと。２つ目の森林づく

り条例の中で県産材利用を位置付けておるところが 15 道県あると。そのうち、特に

この３つに関しては、県産材利用促進を主目的とする上の 17 県の条例と比べても遜

色がないということですよね。 

 

袖岡政策法務監 

おっしゃるとおりです。 

 

今井委員 

ということは、僕ら、全部細かく読んでいないんで申しわけないんですけど、今、

「三重の森林づくり条例」の改正をすれば、県産材利用促進を主目的とする条例と遜

色ないものに持っていける可能性もあるということでいいですかね。 

 

袖岡政策法務監 

内容にもよると思いますが、そういう可能性はあろうかとは思います。 

 

今井委員 

はい。わかりました。 

 

田中座長 

他にありませんか。 

 

杉本委員 

ちょうど今、「資料２」の８ページのところで、質問というより、今後どこかで資

料提供していただきたいのが、「三重の木」認証制度の取組状況というか、多分あれ

は施策も変わっていたと思うんです。最初、「三重の木」で建てたところには、１軒

当たり 30 万円の補助というのがあって、３年ほどやって違う形に変わっていってい

ると思うんです。認証制度について、どれぐらい今、認証されていて、施策の状況が

どうなのかというところを、またどこかで資料提供をお願いします。 

 

袖岡政策法務監 
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また、調査させていただきます。 

 

田中座長 

はい、よろしくお願いします。 

他にございませんか。よろしいですか。 

なければ、「木材利用促進等に関する法律」、「三重の森林づくり条例」及び「他県

における県産材利用促進等に関する条例」についての調査を終了いたします。 

次に、本検討会で制定を目指す「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」の方

向性について、ご協議を願います。検討に当たっての論点について整理した資料を用

意しておりますので、事務局に説明させます。事務局、お願いいたします。 

 

袖岡政策法務監 

前回の「資料４」に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。「資

料４」でございますけれども、「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）の方向性

の検討について」というふうなタイトルでさせてもらっています。 

まず、「１」といたしまして、「条例制定の目的をどう考えるか」というところでご

ざいます。想定される事項としましては、先ほど他県の例で紹介させていただきまし

たような感じで、この四角の枠囲みの中に整理をさせていただいたところでございま

す。 

次に、「条例の対象をどう考えるか」というところでございますけれども、条例に

おいて利用促進を図る対象とする「県産材」の範囲をどうするかというところで、「県

産材」に限らず、対象を「木材」とすることも考えられるというふうなところです。

ただ、「国産材」を対象とするというよりは、「木材」というからには「外国産材」も

含むというふうな形になるのが自然かもしれないというようなところでございます。

この下の図につきましては、少しそれを概念的に示したものでございまして、一番外

側の円につきましては、「木材全体」というふうな意味で外国産材も含むようなイメ

ージで考えておりますけれども、秋田県の条例はこういうふうな感じになっておりま

す。真ん中の円につきましては、「三重県内で生産され、又は加工された木材」とい

うふうなことで、他県産の木であっても、三重県内で加工された木材であれば県産材

として含むというふうなイメージで、群馬県の条例などと同じような考え方になりま

す。それから、一番内側の円につきましては、「三重県の区域にある森林から生産さ

れた木材」ということで、これは現状の「三重の森林づくり条例」における「県産材」

の定義と同じというふうな状況があることになっているというふうに考えておりま

す。 

それから、次に「３」の「どのような類型の条例を目指すか」というふうなところ

でございます。先ほどご紹介しましたように、「理念中心型条例」というふうな形と、

あとは「施策列挙型条例」というふうな大きく２つの方向がありうるのかなというふ

うなところでございます。この四角の一番下の２行辺りなんですけれども、「施策列
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挙型条例」の場合ですと、規定する施策の範囲について、利用面の施策だけなのか、

供給面も盛り込むかなどについても検討していただく必要があるのかなというとこ

ろでございます。 

では、おめくりをいただきまして、２ページのところなんですけれども、今度は「４」

といたしまして、「「三重の森林づくり条例」との関係をどう整理するか」というとこ

ろでございます。今、現状の「三重の森林づくり条例」のほうでは、先ほどご紹介を

しましたように「木材産業等の事業者の責務」とか、「林業及び木材産業等の健全な

発展」、それから「県産材の利用の促進」といった県産材利用促進に関係する規定が

存在するというところから、新しく作る条例と既存の「森林づくり条例」との関係を

整理する必要があるというところでございます。 

方策といたしまして、４つを考えさせてもらったんですが、新しい条例を作るとい

う方法が３つ、それから、今の条例を改正するというふうなことを加えて４つという

ふうな形で、一応整理をさせてもらいました。 

新しい条例を制定する方策といたしまして、まず①でございますけれども、「「三重

の森林づくり条例」とのリンクを残した上で新しい条例を作る」というふうな方策で

ございます。「三重の森林づくり条例」における県産材利用促進に関する規定を、「県

産材利用促進については、三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」の定めるとこ

ろによる。」というふうな感じで改正をするなど、「三重の森林づくり条例」とのリン

クを残した上で、新たに条例を制定するというふうな方法が考えられるのかなという

ところでございます。それで、下の点線囲みの中で参考に書かせていただいておるん

ですけれども、「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条

例」と「三重県手話言語条例」との関係に似ているのかなというところでございまし

て、まず「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」の

ほうは、第 28 条第４項のほうで「手話による情報の発信等及び手話通訳を行う人材

の育成等については、三重県手話言語条例の定めるところによる。」というふうな規

定がされておりまして、具体的な個別法に当たるようなものとしまして、この「手話

言語条例」があって、そこで細かいことが決められているというふうな形になってお

ります。 

それから、３ページのほうをご覧いただきたいと思うんですが、今度は②といたし

まして、「既存の「森づくり条例」と新しい条例を完全に分離する」というふうな方

法でございます。この「三重の森林づくり条例」における県産材利用促進に関する規

定を全く削除してしまう、リンクを残さない形で削除をするというふうな形で改正を

した上で新たに条例を制定するということで、完全に「森林整備等に関する条例」と

「県産材利用促進に関する条例」というのを全く別の条例にするというふうな形にす

るという方法が考えられるのではないかというところでございます。 

それから、次に、同じページ、一番下の③でございます。今度は、「既存の「三重

の森林づくり条例」とは別の観点による新条例を作る」というふうな方法でございま

すけれども、例えば、「ウッドファースト社会の推進」でありますとか、「ＳＤＧｓの
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達成に向けた取組の推進」とか、そういう観点からの新しい条例を作る。その中で県

産材利用促進に関する規定を設けるということで、現在の「三重の森林づくり条例」

の改正を行わずに、併存する形で置いておくというふうな方法が考えられるのではな

いかというところでございます。４ページのほうをご覧いただきますと、真ん中辺で

点線囲みで参考として書かせていただいておるんですけれども、例えば、「三重県地

球温暖化対策推進条例」の中では、ここではあくまでも地球温暖化対策の推進を図る

という目的ではあるんですが、「森林の整備及び保全」というのが規定されておりま

して、「三重の森林づくり条例」との重複というのもあるということでございます。

ですけれども、目的が異なるので差し支えないというふうなことで考えられるだろう

というところでございます。 

あとは、その４ページの下のところに、今度は新たに条例を策定しない方策といた

しまして、④ですけれども、「現状の「三重の森林づくり条例」を改正して内容を充

実する」というふうな方法も考えられるというところでございます。それで、５ペー

ジのほうで、「みやぎ森と緑の県民条例」のことを書かせていただいております。 

一応、説明といたしましては、以上でございます。 

 

田中座長 

はい。ありがとうございました。それでは、今の事務局の説明を踏まえ、各論点に

ついての委員の皆様方からご意見や質問をよろしくお願いいたします。なお、４つの

論点は、それぞれに関係しているところがあることから、各論点を一体的にご検討い

ただければと考えておりますので、どこからでもよろしいので、お願いいたします。

なお、本日は時間が限られておりますので、発言は簡潔にお願いします。 

それでは、ご質問のございます方、よろしくお願いします。 

 

谷川委員 

質問というか、意見なんですけれども、「県産材の定義」のところなんですが、そ

の県産材の定義というのは各条例によっていろんな範囲があるということをただ今

聞かせていただいて、特に「県産材」ということで条例を作るとしたら、「県産材」

にやっぱり限られてしまうことは、地域によっては県境もたくさんありますし、例え

ば、私どもの熊野のほうの原木市場ですと、奈良県から、また和歌山県からという原

木が出てきておりますので、できれば「三重県内で生産又は加工された木材」ぐらい

のところの範囲に広げていただけるとありがたいかなと思います。本来であれば「県

産材」でなくて、これは「国産材」で考えるべきことだと思うんですけど、それでも

やっぱり三重県の製材業者の方とか、そういう利用促進ということを考える条例です

ので、「三重県産材」ということで、「生産され、又は加工された」というふうな範囲

にしていただきたいと意見を申し述べさせていただきたいと思います。 

 

田中座長 
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はい。条例の対象をどう考えるかっていうところだったと思うんですけれども、２

項目目の真ん中のところで「三重県内で生産され、又は加工された木材」というふう

なご意見でよろしいかと思います。 

 

中森委員 

せっかくですので関連しまして、三重県で生産されましても、残念ながら加工場が

奈良県にあるところがあるんですね。私どもの近くで。そうすると、せっかくの三重

県で生産されても、圧縮したり加工したりする工場が、残念ながら、奈良県にしかな

かったら、もうそちらに運ばれて加工せざるを得ないという場合もありますので、今、

谷川委員がおっしゃるようなことも含めて、そういうことの逆もあるということから、

その辺も含めて総合的なものを対象にしていただいたほうが、より柔軟な対応ができ

るんではないかなと、このように思っております。そういうような意見です。 

 

田中座長 

はい。ありがとうございます。他に、ご意見、ご質問のございます方。 

 

今井委員 

僕は、もうちょっと考えさせてもらいたい。今日、参考人招致をさせていただいて、

ゆっくり１時間ずつ説明、質疑の時間も取っていただいて、その中で、今日来ていた

だいた方々が、僕の中で確認もさせてもらったんですけど、言われていたのは、「県

産材」ということを言われていたと思います。一方で、今、谷川委員、中森委員の言

われたことも、僕の中でも非常にそこも大事だと思っていますので、今日、参考人招

致で来ていただいた方のお話をもう１回反芻しながら、一方で、先ほど言っていただ

いた名張、また、熊野地域を中心に県境でのところはそういう現状もあるというのも、

津でいる私や他の地域の人はわからない部分もあるので、その辺で、実際に、先日、

我々に資料をいただいたものの中で「県内製材所由来」で「県産材」が 15％、「県外

材」が９％とか、こういった数字もいただいていますので、これはもうちょっと、本

当に現場の方々、今日来ていただいた深田専務、また、工藤理事のお考えも今日聞か

させてもらいましたけど、もう少しちょっと聞かさせてもらって、一番、県民並びに

木材関係、森林関係の事業者の方がどういったことを今、三重県の条例に求めるのか

というのを、もう少し私自身は確認をしていきたいな、調査したいなと思いますけれ

ども。 

 

田中座長 

はい。ありがとうございます。もう今日は方向性を決めずに、もう少し調査をして

から方向性を出したいというようなご意見だと思うんですけれども。他にご意見があ

りましたら。 
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杉本委員 

私も今井さんと同じで、谷川委員と中森委員にちょっとお尋ねをしたいんですけれ

ども、そういうふうに「三重県内で生産又は加工」というふうに広げていく場合に、

これは「三重の森林づくり条例」なので、この条例を発展させるという④の「新たに

条例を制定しない方策」ではできませんよね。というのは、今ある「三重の森林づく

り条例」は、三重の山をどうしていくかという話なもので、今の谷川さんのご意見は、

この今の条例を発展させていく、充実させていくという条例ではできないということ

でいいですか。 

 

谷川委員 

今ある「三重の森林づくり条例」の「県産材」の定義は、この図の一番、中ですよ

ね。私が今、ご意見を申し上げたのは、この２番目の円のところにするということな

ので、例えば、その条例との関係の、次のところの「４」のところにいくと、ここで

今また新たに申し上げるんですけど、私としては、この①の条例の関係性が良いと思

うんですね。「「森林づくり条例」とのリンクを残した上で、切り離し、それにプラス

して、この③の、例えば、「ＳＤＧｓ」とか「ウッドファースト社会」のことを取り

入れるという形が良いと思うんですね。今の「森林づくり条例」だと、まあ言ったら、

他所から来て、県内の原木市場を通るところの木材は「県産材」と認識されないわけ

ですよね。そうすると、県内の製材業の方々には、それはかなりややこしくなる話だ

と思うので、今のことをご意見申し上げました。 

 

杉本委員 

整理するためにお聞きしたんです。私の意見がどうこうとことではなくて、整理す

るために。なので、「三重の森林づくり条例」は条例として大事で、循環させるため

の条例として大事だけれども、その木材について広げて考えていくとすると、今、示

していただいた④では、ちょっと条例作りはしにくいなということですね。そういう

ご意見ですよね。先ほどの条例の整理の中で、それから、木連の方が言われた話の中

で、条例の目的をどうするかという話があって、今は「森林づくり条例」がずっとあ

って、今までは「森林づくり」というところが主眼やったけれども、プラスの観点を

入れてほしいというお話が先ほど参考人からあり、それから、地球温暖化というとこ

ろからのアプローチもあるじゃないか、ＳＤＧｓというアプローチもあるじゃないか

というお話もあり、結局、条例の目的をどこにするのかということで、条例が決まっ

てきて、現条例との関係性をどう整理するかということにしたらいいんですよね。考

える順番として。そんな形で、今後、考えさせていただいたらいいですか。 

 

田中座長 

はい。とりあえず、今、４つの方向性が出されておりまして、まず１つは「条例制

定の目的をどう考えるか」というのがあります。それが４つに分かれているんですね。
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それから、２つ目として「条例の対象をどう考えるか」ということで、今、方向性が

３つ示されております。それから、「どのような類型の条例を目指すか」ということ

なんですけれども、これは２つございます。「理念中心型」か、「施策列挙型」かとい

うのと。あともう１つは、「「三重の森林づくり条例との関係をどう整理するのか」と

いうところなんですけれども、これが４項目にわたって事務局のほうから示されてい

まして、そこをそれぞれ、これから協議して決めていきたいというふうに思うわけで

すけれども、先ほど今井委員も言われましたけど、一旦持ち帰って、今日の参考人の

意見等も踏まえて、協議したらどうかというお話もございましたので、今日はなかな

か方向性が決めにくいというところもありますので、できましたら、またちょっと１

回精査を皆さんでしていただいて、次回にまたご協議をお願いしたいというふうに思

うんですけれども、いかがですか。 

 

中瀬委員 

今日は、木材協同組合連合会と住宅協同組合の方に来ていただきましたよね。それ

で、実際に、三重県は、林業というのが大きな全国レベルの地域だと思いますので、

生産している林業業者の方の考え方ということも１つ聞きたいなというふうに思う

んです。 

それと、三重県の住宅を建てるんであれば、僕は三重県産材の利用が良いと思うん

ですが、三重県は、他の条例でもあるように、供給という面もありますよね。製材は

県下でも１番、２番というレベルであると多分思うんで、三重県の材を他所の県に出

すとか、そういう面だと考え方がちょっと違うと思うんで、三重県の家を建てるんや

ったら、三重県産材を僕は使ったら良いと思うんですが、三重県産材の利用とかいろ

んなことになってくると、もうちょっと多方面があると思うんで、そういう面も検討

していただくといいいんと違うんかなと思います。 

 

田中座長 

はい。わかりました。また、参考人として１回、生産している方の声も聞かせてい

ただいて、それからまた方向性を決めていただきたいというご意見でよかったですか

ね。はい。ありがとうございます。 

他になければ、次回に繰り越したいというふうに思うわけですけれども、よろしい

ですか。 

（「はい」の声あり） 

はい。それでは、もう時間の都合もございますので、本日の協議はこの程度にとど

めておきたいというふうに思います。次回の検討会で、引き続いてご検討をお願い申

し上げます。 

次に、次の第５回検討会につきまして、本日に引き続き、条例の方向性の検討をい

ただきたいというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 
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よろしいですか。はい。それでは、そのようにいたします。なお、次回の第５回検

討会の日程については、議事日程等との調整の必要がございますので、正副座長にご

一任いただきたいと存じますが、日程が決まり次第、追ってお知らせをさせていただ

きますので、ご了承ください。 

次に、現地調査について協議いたします。４月中に県内の先進的な県産材を利用し

た公共建築物等について現地調査を実施したいと考えておりますが、具体的な調査先、

日程等は、正副座長にご一任いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

はい。では、そのようにいたします。なお、この検討会が現地調査をするためには、

議員派遣として議決いただく必要がありますので、ご承知おきください。 

本日の議題は以上です。他に委員の方からご意見がございましたら発言をお願いい

たします。 

（「なし」の声あり） 

はい。これで本日の会議は終了いたします。なお、この後、委員協議を行います。

委員の方は、着席のままお待ちいただきますようお願いをいたします。委員の方以外

は、ご退室をお願いいたします。 

 


